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【開催日】 平成２６年９月３日 

【開催場所】 第一委員会室 

【開会・散会時間】 午前１０時～午後２時５分 

【出席委員】 

委  員  長 河 野 朋 子 副 委 員 長 中 村 博 行 

委      員 伊 藤    實 委     員 岡 山    明 

委      員 笹 木 慶 之 委     員 福 田 勝 政 

委      員 山 田 伸 幸   

       

【欠席委員】 

なし 

 

【委員外出席議員等】 

議      長 尾 山 信 義 副  議  長 三 浦 英 統 

 

【執行部出席者】 

総合政策部長 堀 川 順 生 公営競技事務所主

任 

中 村 潤之介 

企画課企画係長 杉 山 洋 子 企画課企画係主任

主事 

宮 本    渉 

総務部長 中 村   聡 人事課長 城 戸 信 之 

人事課主幹 大 谷 剛 士 人事課人事係長 山 本 満 康 

人事課給与係長 古 谷 雅 俊   

                          

【事務局出席者】 

事務局長 古 川 博 三 議事係長 田 尾 忠 久 

 

【審査内容】 

１ 議案第６１号 平成２５年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計歳入歳
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出決算認定について（公営） 

２ 議案第６８号 山陽小野田市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条

例の制定について（人事） 

３ 請願第１０号 山陽小野田市の学校給食を親子方式で実施することを求める請願

書について 

４ 陳情要望について 

 

５ 閉会中の調査事項について 

 

午前１０時開会 

 

河野朋子委員長 おはようございます。ただいまから総務文教常任委員会を開会いた

します。それでは付議事項に従いまして審査を進めていきます。まず１番目の

議案第６１号につきまして執行部の説明をよろしくお願いいたします。 

 

堀川総合政策部長  皆さんおはようございます。きょう本来ならば公営競技事務所の

上田が説明するところなのですが、御存じのように本日から第３回 GⅡライジン

グカップが開催されます。きょうから日曜までということで、現場のほうにおります

ので、私が説明させていただきます。まずこの議案に入る前に、まず重要な案

件につきまして皆様に御報告をさせていただきます。皆様も御存じのとおり船橋

オートの廃止についてのマスコミ報道がございました。具体的な内容につきまし

ては船橋オートの施行者である、千葉県と船橋市から約１年半後の平成２７年

度末をもって船橋オートを廃止するという旨の表明を、８月１２日に記者会見で

明らかにしました。その廃止の理由として事業実施に必要な経費を売り上げで

賄うことが困難な状況にあり、今後も事業を継続するためには多大な設備投資

が必要となるなどの状況を総合的に判断した結果とされており、その旨を公表

しました。この記者会見が行われる前から、６場など業界関係者から成る経営・

成長戦略委員会においても、船橋場の存続が危ぶまれていました。そのような

中でオート業界が存続するための構造改革、シミュレーションとして５場体制に

なった場合なども含めて検討も行ってきました。今後も引き続き業界全体で売り
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上げ向上策や経費節減策による事業体制の再構築を早急に図り、オートレー

ス事業全体が、中長期に継続、発展する基盤を整備することとしています。山

陽場においても市全体の取り組みとして、今年度から包括的民間委託を受託

した日本写真判定株式会社と強く連携してオートレース事業の活性化を目指

します。今後とも議員の皆様の御理解、御協力をよろしくお願いいたします。 

      では議案第６１号平成２５年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会

計歳入歳出決算認定について御説明いたします。平成２５年度決算見込では、

歳入合計は７２億５，２９６万２，８１８円で、歳出合計は７７億９，３５７万７，３８５

円となります。では歳入の詳細について、御説明いたします。４１４、４１５ページ  

をごらんください。１款競走事業収入は、７１億６，３７３万２，３７３円であります。

内訳として、１項は事業収入６８億３，３６７万３，５７０円で、１目入場料収入は

特別席入場料で４２２万８，０００円であります。２目勝車投票券発売収入は本

場、電話投票、場外発売を合わせて６８億２，０１８万５，５００円であります。これ

から勝車投票券返還金４，６６５万１，４００円を差し引いた６７億７，３５３万４，１

００円が売上額となります。３目は勝車投票券発売事故収入など勝車投票券発

売副収入で９２６万７０円であります。２項は事業外収入３億２，０９２万９１１円で、

主なものは、オートレース活性化推進事業助成金１，０００万円、場外発売事務

協力収入２億８，９３０万５，４７０円、選手会部品庫会計貸付金返戻金１，５００

万円で、雑入６６１万５，４４１円の内訳として、主なものは、小型自動車基盤整

備事業助成金３３８万３，０００円、健康保険料個人負担分１７１万５，９４０円で

あります。３項は財産収入９１３万７，８９２円です。次に、４１６、４１７ページをご

らんください。その財産収入の主なものは、土地建物貸付収入で、９００万１，５

２０円であります。次に２款諸収入は、預金利子の３，１４５円です。３款繰入金８，

９２２万７，３００円で、主なものは山陽小型自動車競走場施設改善基金繰入金

７，９５１万２，３００円、小型自動車競走事業財政調整基金繰入金９７１万５，０

００円であります。以上、歳入合計７２億５，２９６万２，８１８円であります。 

続いて、歳出の詳細について御説明いたします。４１８、４１９ページをごらん

ください。１款競走事業費は７２億４，１７９万４，４０４円であります。そのうち１項 

総務管理費が９，９２７万８，１５７円で、主なものとして２節職員給料１，０３８万３，

７１７円、３節職員手当等５９５万２，３９５円、２５節積立金の小型自動車競走事
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業財政調整基金積立金７，８００万９，２１６円、小型自動車競走場施設改善基

金積立金１２万７，１５６円であります。２項事業費は、７１億４，２５１万６，２４７円

であります。内訳として、１目事業費は１７億８，２５１万４，５６５円で、主なものと

して３節職員手当等５１６万９１０円、４節共済費５３２万１，２００円、７節賃金７，

７５８万４，９９６円、１２節役務費のうち競走車運搬費１，４７５万２，１７２円、銀

行業務手数料２，４５３万８，５７７円、１３節委託料のうち選手宿泊管理委託料

２，４３０万６，９２０円、競走会業務委託料２億１，１８４万７，８１８円です。次に４

２０、４２１ページをごらんください。引き続き委託料について、包括的民間委託

料は、４億５，０８４万９，９４３円となります。また、電話投票業務委託料２，７４３

万９，０７７円、インターネット投票業務委託料４，５７２万２，５４８円です。１９節 

負担金、補助及び交付金は８億１，５６３万１２５円で、主なものとしてＪＫＡ交付

金は１億３，０００万円の猶予分返済を含む２億７，１３６万３，６４１円、選手参加

旅費１，７７５万７，５２０円、選手共済会分担金２，６００万９，１２７円、電話投票

センター運用経費負担金４，４４８万２，０００円、場外発売事務協力費４億５，２

０５万２，４０２円であります。次に２目賞典費は、５億５，８４６万９，６１０円であり

ます。３目勝車投票券払戻金は、４７億２，７３６万５，８６０円であります。４目勝

車投票券返還金は、４，６６５万１，４００円であります。５目公営競技対策費１，

５００万円は、選手会部品庫会計貸付金であります。６目施設改善費は、１，２５

１万４，８１２円です。次に４２２、４２３ページをごらんください。施設改善費で１３

節委託料２７９万９，３００円は、ＰＣＢ処理業務委託料です。施設改善費の残、

９７１万５，５１２円が地域公益事業となります。前ページの１１節修繕料９６万６，

０００円は、きららガラス未来館外壁塗装です。また、１５節工事請負費では、な

るみ園の屋根修繕工事２４８万９，５５０円、赤崎小学校の雨漏り修繕工事２６１

万９，０３２円、厚陽保育園のトイレ設置工事３０４万８００円で、１８節備品購入

費６０万１３０円は、厚陽保育園の食器保管庫購入費になります。２款公債費は

３４万８，９４８円で、一時借入金利子償還金です。４款前年度繰上充用金は、

５億５，１４３万４，０３３円であります。以上、歳出合計７７億９,３５７万７，３８５円

で、歳入歳出差し引き５億４,０６１万４,５６７円の不足となりましたので、２６年度

の歳入を繰り上げて、これに充てております。以上決算書におきます説明は終

ります。この内容につきましては、５月臨時会で繰り上げ充用を行ったときに、ひ
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ょっとすると支払いがまだあるかもしれないという御説明をさせていたところです

が、実際はその後支出、歳入ともございませんでしたので前回説明したとおりの

決算書となっております。 

次に、お手元資料をごらんください。まず資料その１について御説明させて

いただきます。１ページになります。まず平成２５年度単年度収支については、

歳入が７２億５，２９６万２，０００円、歳出が７１億６，４１４万３，０００円で、差し引

き８，８８１万９，０００円が見込まれております。このうち財政調整基金への積立

てを差し引いた額１，０８１万９，０００円が収益見込額であり、これが累積赤字の

解消額となっております。次に平成２５年度歳入歳出決算について、したがい

まして平成２５年度の歳入歳出決算見込みは、歳入の７２億５，２９６万２，０００

円と前年度繰上充用金及び基金積立を含む歳出７７億９，３５７万７，０００円の

差し引き５億４，０６１万５，０００円となります。この歳入が歳出に不足する額が、

平成２５年度末の累積赤字見込額となり、繰り上げ充用を行っております。次

に累積赤字額については、平成２４年度末で５億５，１４３万４，０００円ありまし

たが、先程の平成２５年度収益見込額である１，０８２万９，０００円を差し引いた

５億４，０６１万５，０００円が２５年度末の累積赤字見込額となります。次に施設

改善基金については、平成２４年度末で６億 1,857 万円ありました。平成２５年

度には、利息１３万円を積立て、リース料の返済と業務委託料のため、７，９５１

万２，０００円を取り崩しております。その結果、平成２５年度末の施設改善基金

見込額は、５億３，９１８万４，０００円となります。次に財政調整基金については、

平成２４年度末で４，０８８万８，０００円でありました。平成２５年度には、利息９，

０００円を含む７，８００万９，０００円を積立て、また地域公益事業に充てるため

に、９７１万５，０００円を取り崩しています。その結果、平成２５年度末の財政調

整基金見込額は、１億９１８万２，０００円となります。次にリース料とＪＫＡ１号・２

号交付金猶予分の返済については、２５年度中に国や関係機関との協議、調

整により、返済の平準化措置を図ったことにより、リース料は、平成２５年度には

７，６７１万３，０００円返済し、残額は９億２，０５６万円になっております。また、１

号・２号交付金猶予分は、平成２５年度には１億３，０００万円を返済し、残額は

５億３，９００万円になります。 

次に資料その２で包括的民間委託料について御説明いたします。包括的民
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間委託料は、勝車投票券売上収入６７億７，３５３万４，０００円、勝車投票券返

還金４，６６５万１，０００円、場外発売事務協力収入２億８，９３０万５，０００円な

どの歳入合計７１億６，３５９万９，０００円から義務的経費、これは勝車投票券

払戻金、ＪＫＡ交付金など４８億６，８７２万９，０００円、開催経費、これは競走会

業務委託料、場外発売事務協力費、選手賞金など１６億３７０万９，０００円、配

分金これは市の収益保証分２億４，０３１万１，０００円を差し引いた額が包括的

民間委託料４億５，０８５万円となります。 

次に、資料その３は全場の売上額等の表であります。山陽場の総売上額の

前年度比は６場平均と同じく９１％、本場の売上額は前年度比８３．４％で全体

の１３．５５％になります。山陽場としては、５２．４％を占める川口場等の場間場

外や２８．４７％のオフィシャルの電話投票が主体となっております。以上で、決

算関係の説明を終らせていただきます。 

 

河野朋子委員長  はい、ありがとうございました。冒頭に船橋の件についての報告もあ

りましたし、今回決算の審査ということですので、その件についてまた質問をさ

れたいとは思いますけれども、この審査の進め方については、今回決算の審査

をまず優先していって、決算の審査が終了した後に先ほどの船橋の件、あるい

は今後の方針とかそういった、委員の皆さんから質問が出ると思いますが、その

辺は後半部分に分けて審査したいと思いますので御協力よろしくお願いいたし

ます。それでは決算についての審査をいたします。委員からの質疑は、まず歳

入のページから進めていきたいと思います。資料もそれに付随していきますの

で、それに関連するところは資料を使って質疑されて結構ですので、ページを

追って、４１４、４１５ページの歳入の部分で質問があれば受けます。 

 

山田伸幸委員  一番上の特別席入場料収入というのが、予算現額に比べて８０万円

程度下がっているわけですが、この特別席というのは利用率とかそういうのがも

しわかっておればお答えいただきたいんですけど、大体何％ぐらい埋まってい

るんでしょうか。 

 

中村公営競技事務所主任  率は今ちょっと控えていないですけど、今この４２２万８，０
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００円を入場料の５００円で割ると８，４５６人の利用があったというのが、単純に

わかります。１年間で８，４５６名です。そして特別席においては、２５年度の２月

からの排煙工事を行って、その間の利用は本場のときはなかったので、全体で

３３６席があるので、全部埋まって５００を掛ければ、１日に１６８万円という入場

料になるということになるので、そこから率を出せば、ちょっとお時間いただけれ

ばすぐ出せると思います。 

 

山田伸幸委員 非常にこの席の利用が少ないということでよろしいですか。 

 

堀川総合政策部長 割合から言ったら、議員さんのおっしゃるとおりだと思います。 

 

中村博行副委員長  入場料に関してなんですが、前年まで普通入場料というのが８０

０万ぐらいあったと思うんですよね。結局これを無料にして活性化を図るというこ

とだと思うんですけど、結局それが実を結ばなかったというふうに解釈してよろし

いんでしょうか。 

 

堀川総合政策部長 資料の３ページを見ていただけますか。右の欄から大きな項目の

３番目で本場入場者数というのがございます。これを見ますと前年度対比で９

７％という数字が出ております。割合だけから言ったら、前年度よりも落ちており

ます。ただこの落ちたのが、本来これがさらに入場料を取っていれば、さらに落

ちていたかもしれません。そのようなことを勘案すれば２５年度においては、実を

結ばなかったかどうかという結論までは達していないと思います。ただ２６年度に

おいては、本場の入場者数はふえております。無料にしたから即、入場者がふ

えるというのではなくて、気楽に入りやすいとか、そのようなイメージで徐々に効

果が出ていくのではないかというふうに考えております。以上です。 

 

中村公営競技事務所主任  先ほどの山田委員さんの率ですけど、今ちょっと計算しま

して済みません。５５．９％。大体５６％の利用率ということになります。 

 

伊藤實委員  それでは資料３に沿ってですね、何点か質問したいと思います。今、入
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場者数の件、そして入場料の件とか、いろいろとあるんですが、このことは前々

からで、今は電話投票とかね、自宅から気軽に涼しい中で、ビールを飲みなが

ら買うというふうにシフトしているのが現状だと思いますよね。だからそうした点で、

川口なんかすごく不思議なデータが出てるんだけど、要は川口を見ていただく

と、本場入場者数平均は１０８．６％とふえてるんですよね。そのかわり平均の購

買額は減ってると。結果的には総売り上げは一番減ってるわけですよ。だから

そういう部分をね、要するに山陽場としてはどのように分析をし、今後どのような

ターゲットというか、やはり戦略的にしようと考えてるのか、その辺についてまず

聞きたいと思います。 

 

堀川総合政策部長 今回のコンセプトというのは、日本写真判定と連携して、議員さん

も御存じのとおり、まちづくりという観点でやっていきたいということです。そのコ

ンセプトのもとで山陽オートレースという資源を最大限活用してやっていきたい

という強い思いがあります。現在、本場での売上額が全体の１３．５５％と、先ほ

ど言いましたが、これを上げていきたいというのが私どもの考えでございます。入

場者数は２５年度においては、前年対比で９７％。したがってまず入場者をふや

して、それから売り上げを伸ばしていきたい。購買力を高めるような企画を考え

ていきたいと考えています。これは山陽場だけではなく、６場全体の課題だと思

います。というのが、入場者数はふえる傾向にありますが、一人当たりの単価、

これが減っております。ということはお金が回らない部分もあると考えています。

つまりおもしろいレースがない。また当たりにくいということがあります。一昨日経

営・成長戦略委員会がございました。そこで２６年度以降のオートレースのあり

方について考えています。その中でもレースについて、わかりやすい、当てやす

いという施策を重要課題の１つとして議論しています。配当金が低くてもお金が

回るような形で売上額をふやそうということで、それには何が必要かということな

どを考えています。 

 

伊藤實委員  まさにそうなんですよね。要はイベントして来る来んじゃなくて、要は買う

人からしたらみやすいレースなんですよ。昔は２倍、３倍なんかに１００万、２００

万という勝負する人がおられたわけですよ。今はわけのわからんレースなんです
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よ。だから買えんわけですよ。実際ね。だからこのことというのは全場もだけど、

やはり競走会、要は番組の組み方にもかわるわけでしょう。だからそういう部分

をやはりしないと、要は銀行レースをつくる。だから競馬なんかはっきりしちょるじ

ゃないですか。１２レースなんかね、何が入るかわからんですよ。だから何百万と

いう、最終レースはね、来るように仕組んじょんですよ、あれは。だからやはりそう

いうところもしないと、要は来てくれるというよりは、来ても当たらないと人は続か

んわけでしょう。やはりそういうところをね、しっかりしていただきたいと思います。

それとこの中で重勝式を伊勢崎が今やってますよね。この辺の状況というのは、

どうなんですか、今。重勝式は１１億４，０００万から売り上げがあって、なってる

んだけど、これは去年、おととしからかいね。始まったのは。これが今全体的に

業界としてはどんどんほかの場に広げようとしてるのか。それとも伊勢崎のみで

するのか。その辺はどうなんですか。 

 

中村公営競技事務所主任  今、伊藤委員さんがおっしゃっているのは管理施行という

か、その主体でどこがレースをするかというお話ということでよろしいですか。 

 

伊藤實委員 じゃなくて重勝式の売り上げが、伊勢崎が１１億４，０００万あるじゃない。

これは伊勢崎の売り上げになるわけやろ。 

 

中村公営競技事務所主任  これは施行の主体が、伊勢崎が管理施行という形になる

ので、売った売り上げの数字としては伊勢崎に上がる形になります。で、各場そ

の重勝式というものの対象レースが例えば山陽場が当たるのであれば、そのう

ちの何％という形で、手数料、事務協力費という形で山陽場に入ります。他の

場、例えば川口場も対象レースとなれば売り上げとしては伊勢崎に上がって、

その何％が川口場に協力費が入るという形になります。 

 

伊藤實委員 そうした場合、今の重勝式、１１億４，０００万やね。全体で集約してるから、

６場で割るとそんな大きな売り上げにはなってないよね、実際にはね。ということ

は余り山陽側でこの重勝式という、これを積極的にしようという考えは今のところ

ないわけ。 
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堀川総合政策部長  これはやはりほかのギャンブルもやっております。最初に伊勢崎

場が取り組んだという経緯がありますが、今回の経営・成長戦略委員会の中で

は、これを広げようというような考えはございません。ただ２月か３月だったと思い

ますが、これが６億円当たったということがありました。これは宣伝効果、つまりオ

ートレースでもやっているという宣伝効果は十分にあると考えています。以上で

す。 

 

山田伸幸委員 ２項の事業外収入で、オートレース活性化推進事業助成金というのが

１，０００万円入ってるんですが、これはどういう収入なのか。あわせて雑入も６６

０万あるんですが、これはどういう収入なのか教えてください。 

 

中村公営競技事務所主任 まずオートレース活性化推進事業について御説明いたし

ます。これは特別レース等を受けた場が、例えば山陽場が特別オートレースＳＧ

を行いました。その場合に場外で売った場の売り上げの１％を収める形になりま

す。それを財源として逆に今度は各場で CMをしたりとか、イベントをしたりとか、

そういうものに対しての助成を活性化推進事業として１，０００万円を各場に配

分金として入ってくるという形になっております。 

 

堀川総合政策部長 続いて雑入のほうなんですが、合計で６６１万５，４４１円の内訳は、

まずファンサービス事業に対する助成金の１００万円で、入金元は全国小型自

動車競走施行者協議会、通称全動協からであります。次に健康保険料個人

負担分という名目で、川口市から１７１万５，９４０円。そして拾得金が１０万４，３

２１円。次に小型自動車競走基盤整備事業等助成金、これも先ほど言いました

全動協から３３８万３，０００円。そして電話取り扱い手数料９，０８０円。最後に消

費税及び地方消費税の還付金、及び還付加算金。これは平成２４年度分で厚

狭税務署長名から入っておりますが、４０万３，１００円で、合計が６６１万５，４４

１円でございます。以上です。 

 

山田伸幸委員  川口からの保険金ということは、こちら側で雇っている人たちへのその
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保険料として入ってくるということなんですかね。 

 

中村公営競技事務所主任  これは山陽場でレースを開催したときに川口の従事員さ

んの保険料です。これを印紙という形で、それが事業主負担分と個人負担分に

分かれています。その個人負担分を施行者に返すということで、入金されたもの

です。 

 

河野朋子委員長  では次のページに行きます。４１６、４１７。歳入のところで質問があ

れば。 

 

山田伸幸委員  基金の繰入金の目的と言いますか、それはどういう目的でこの２つの

基金からの繰り入れがあったのかをお答えください。 

 

堀川総合政策部長  施設改善基金繰入金につきましては、施設改善事業に伴うもの

としてリース代へ充当のための繰り入れです。そして今回先ほども言いましたよ

うにＰＣＢの除去事業に対するための繰り入れであります。次に財政調整基金

繰入金につきましては、前年度積み立てた基金を、地域公益事業を実施しま

したが、それ相当分を繰り入れたものございます。以上です。 

 

河野朋子委員長 それでは歳入全般についてよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

それでは歳出に入ります。４１８、４１９ページの歳出のところで質問があれば受

けます。（「なし」と呼ぶ者あり）よろしいですか。では次のページに行きます。４２

０、４２１ページ。（「なし」と呼ぶ者あり）では次のページに行きます。４２２、４２３

ページ。（「なし」と呼ぶ者あり）よろしいですか。では歳出全般についてよろしい

ですか。（「はい」と呼ぶ者あり）質疑は特にもうよろしいですか。じゃ質疑を打ち

切ります。まだありますか。 

 

山田伸幸委員 今回のこの決算を見るとやはり特に売り上げがどこまで行ったら下げど

まるかなというのが、非常に関心事だと思うんです。で、これも本当、黒字に出

てる最大の要因は包括的民間委託料がどんどん安くなって、その分が負担が
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減ってるんではないかなと思ってるんですが、これを今年度も事業継続で今度

は委託先が変わってるんですが、この委託が変わることによって、どのような変

化が生まれてるのか、その点についてちょっとお答えください。 

 

堀川総合政策部長  先ほど言いましたように、売り上げ額は年々下がっているのが現

状でございます。今後のことについて、この議案とは直接関係ございませんが、

２５年度と２６年度、８月の盆レースの普通開催までと比較しますと、下げどまっ

ています。逆に売り上げ額で言えば、５％程度アップしております。私どもは今

日からの GⅡを非常に重要視しております。現在普通開催においては一日平

均で１億１，８００万円の売上があります。６月末の GⅠ平成チャンピオンカップ

においては少し計画より下回りましたが、この落ち幅は十分普通開催の売上増

加で対応できます。今後この委員会で、その売り上げ等の現状や、前年度比

較などの報告をしたいと思っています。本場分の売り上げにおいては確実に下

げどまっているという実感をしております。この一番大きな要因は昨年からこの

委員会でも御説明していますが、普通開催においても山陽場では２５年度途

中から開催日を調整しながら併売をなくして、全て全場で売るという手法を業界

全体で取り組んだ結果だと思います。業界全体ではまだ若干併売しています

が、基本的には併売をなくして全場で売るという手法を取り組んだ結果が確実

に出ているというところでございます。ただここで安心感を持たず、気を緩めない

で今後も頑張っていきたいと思います。次に日本写真判定株式会社との関係

ですが、議員さん御存じのように休憩所、発券窓口などもかなり合理化し、目に

見える部分で縮小している部分がございます。これは一長一短ございます。何

か減ったことによって、つまり管理面積を減らしたことによって、イメージ的に何

かあれっとか思われるという声。それと逆に数カ所に集中したことによって賑々

しくなって、じゃまだ買おうかとか、そのように一長一短がありますが、それは目

に見える部分での合理化であります。それ以外にも相当な経費の削減を行っ

ておる中で、やはり歳出においても経費においても順調に節減効果が出ておる

というふうに聞いております。以上です。 

 

河野朋子委員長 今、後半部分に残しておいた部分を少し言われましたけど、決算に
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かかわることについて質疑を受けたいと思いますので。 

 

山田伸幸委員 入場される方の年齢構成ですね。前行ったときにとっても白髪が目立

つ印象をすごく受けたんですが、最近は何か改善されたということですが、去年

の決算の範囲内でいいですが、改善方向が見えてきていたのかどうなのか。 

 

中村公営競技事務所主任  雰囲気的なコメントになってしまうのですが、イベントをす

ることによって、女性向けとか若者向けとか、そういうことを前民間委託受託者

である日本トーターはしていました。そのイベントのときには確かに若い方も多か

ったかなと思っていましたが、実際他の施行者さんからは、他場、そして例えば

競輪場などよりも年齢層はまだ若いというふうな評価を山陽場は実はいただい

ています。で、またちょっと外れる話になるかもしれませんが、それを今、部長が

説明したとおり日写の考えは、ただイベントに頼るのではなく、まちづくり、それ

から地元の方たちを活用してという形を前面に出し、そしてレース場に来てもら

う、親しみを持ってもらうという方向を打ち出しているので、またさらにそういうとこ

ろを掘り下げていければなとは思っております。以上です。 

 

中村博行副委員長  以前にも言ったんですけど、競走車の運搬費ですよね。１，４００

万ぐらい出てますが、このボートのように道具箱１つでも移動になれば、全場で

相当な運搬費が削減できるんじゃないかと思うんですが、そういったことはいろ

いろな会合の中で出ませんか。 

 

堀川総合政策部長 これはやはりＪＫＡがやっております。それでＪＫＡが安価な業者を

選定してやっておるということでございます。ちょうど御質問がありましたが、前回

の委員会でエレベーターの件も副委員長が言われました。その内容は、エレベ

ーターを自動センサーに変更してはどうかということでした。その後業者に見積

もりを徴し、調査しましたのでお答えします。工事費が約５００万円程度かかると

いうこと、また節電効果は年間で２０万円になるとのことです。急に始動、停止と

なると電気代がかかるとのことです。エコで考えたら当然積極的に考えるもので

ございますが、今の時点ではやはり５００万円に対して年間２０万円であれば取
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り組むことはしません。以上です。 

 

河野朋子委員長 ほかにありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）はい。それでは質疑を打ち

切りまして討論に入りたいと思います。討論があればお願いいたします。（「な

し」と呼ぶ者あり）よろしいですか。では討論がないということで、議案第６１号に

つきまして採決をいたします。本議案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

河野朋子委員長 全員賛成で議案第６１号は認定すべきものと決しました。ありがとう

ございました。ではこの議案についてはとりあえず終わりまして、先ほど言いまし

たようにちょっと出てますけども、今後の問題とか、いろいろありますので、船橋

の件もありましたので、その件について少し質疑をしたいと思いますので。 

 

堀川総合政策部長  今、業界を取り巻く環境ですが、業界の中で、運営協議会という

のがございます。この運営協議会は、会長がＪＫＡの石黒会長で、他の委員は２

５年度までは選手会、競走会そして施行者また全動協、オ振協などいろんな関

係団体が出ておりました。ちなみに施行者も、６場７施行者全員出ていました。

この業界の厳しい時期というような中で、もっとスピード感を持っていこうというこ

とで、例えば施行者については、飯塚場と川口場の施行者が出ております。そ

ういう形で非常にシンプルにしております。ただ私どもは傍席という形で、発言

権があるという形で、同席しております。その運協の中で今回、船橋が２７年度

末でやめたいというところの話が出ました。これは尾山議長が、船橋市でオート

の議長会、昨日の議場での議長の動向の説明で船橋市に７月２３日に行かれ

たという報告がありました。そのときはまだ船橋オートはやめますというような形の

発言がなかったのです。しかし非常に厳しいという状況であることは私どもも、も

し５場になった場合、また４場になった場合というようなシミュレーションまで立て

ながら検討しておりました。で、その後その運協が開催され、その後８月１日に

施行者会議が開催され、執務委員長が代理で出ておるような状態でしたが本

当に首長会議というのを開催いたしました。で、そこで船橋市長そして千葉県
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は知事が多忙ということで副知事が出ました。で、私どもは白井市長が出ました

し、川口市長も出られた。で、急に日程やりましたので後は副市長、で、施行者

というような中で、７施行者が集まって千葉県と船橋市がもう限界だと。特に先

ほど言いましたがやはり施設改修という部分ともう１つ、自分の土地そして建物

ではない。具体的には土地は三井不動産の土地、で、その上物、施設につい

ては読売ランドの施設、これを借りて事業をやっておるというような複雑に、そう

いうような関係が今まであったというような中で、事業を例えばやるには耐震補

強をやる場合、またいろんな改修をやらなければいけないということは読売ラン

ドがやらなくてはいけないと。いろんな関係が複雑に絡み合って、やはりその売

り上げの減もありますし、そういうようないろんな部分で判断をされたんではない

かなと。やはり先ほど言いましたように記者会見では先ほど売り上げで施設改

修が今後はできないと、そういうことを考える中で撤退するということなんですが、

私どもはやはりいろんなそういうようなことがあるのではないかな。これはあくまで

私個人の推測ではございます。その支払いがやはり億単位でやっております。

うちは、山陽を例にとれば、土地を借りておるのが１，０００万程度、借地ですね、

そして施設の改修は数千万円、それも５，０００万円もいっておりません。それを

合わせても５，０００万円もかからないようなところと、片や船橋は億単位のところ、

やはり非常にその辺も勘案されたのではないのかなという思いがございます。で、

今後のことについてはやはり先ほど伊藤議員さんが非常にお金が回らないとい

うか、わかりにくいと。これが今回の事業改善計画の一番頭のコンセプトで、当

たる、わかる、楽しいオートレースへの改革。これでいろんなことを考えていこうと

いうことで、やはり当たりやすいレースを１日に数本やるとか、いろんな形で今、

考えております。試走も順番をかえたらいいんじゃないかとか、１番から８番走っ

ておるのを８番から１番に走らしたほうがいいんじゃないかとか、いろんなことをと

にかくわかりやすい、親しみやすい番組編成ということでやはり業界全体で取り

組んでいこうと、今しております。船橋の廃止については２７年度末ですから、も

う１年と半年しかございません。そういう中で例えば船橋が今後場外をつくるな

らば、当然のことながら予算編成で２７年度の予算を組まなければいけないとい

う中で、やはり１年半だからまだ時間あるねじゃなくて、逆に１年半しかないから

業界としてどうやって取り組んでいくか。船橋にはどういうことをやってもらうか。
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その辺を今検討をしている最中でございます。以上です。 

 

河野朋子委員長 はい、では質疑があれば。 

 

山田伸幸委員  これは売り上げしか書いてないんですが、船橋場ではこういう決算状

況というのはわかっているんですか。 

 

堀川総合政策部長  一昨年決算認定を受けた金額で言えば、１億８，０００万円程度

の累積赤字だったと記憶しています。そしてほかのリース代とかそういうもの債

務についてはございません。日本トーターと包括的民間委託をしていた２５年度

決算状況は、今、議会の最中だと思いますが、これについて最低保証という枠

の中でやっていますので、最低保証額から人件費等、経費等を除いた分が解

消額となり、これは減っているということは言えると思います。１億８，０００万円が

ゼロになったかどうかはちょっと承知しておりませんが、最低保証がうちと同じ１

億１，０００万円でもあっても、市と県の２つの施行者で分けますので、仮に折半

としたら、１億円あまりの債務は残っているのではないかなと考えられます。以上

です。 

 

山田伸幸委員 山陽場のような累積債務こういったものは存在していないんじゃないで

すかね。 

 

堀川総合政策部長  一昨年には累積赤字が１億８，０００万円ございます。最低保証

で何千万円かは解消されるのであろうと思います。そして今回の議会でその額

が明らかになるであろうと思っております。以上です。 

 

河野朋子委員長 累積赤字と先ほどの債務の部分を少しわかりやすく説明していただ

いたほうがよかったと思います。 

 

堀川総合政策部長 先ほどの資料の１ページですね。３番目の累積赤字。これが本市

は２４年が約５億５，１００万円から２５年は約５億４，０００万円ということで約１，０
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００万程度減っております。船橋市で言いますと、２４年度末が１億８，０００万円。

２５年度の解消額はちょっとわかりませんが、解消されているだろうと思っており

ます。その１億８，０００万円から２５年度末の赤字が１億数千万円になっている

であろうということです。次に山陽場においては、債務の３点セットと言っており

ますリース料とＪＫＡ交付金の猶予分は表の６、７に表記しています。船橋場に

はこの６、７はございません。以上です。 

 

伊藤實委員  今、堀川部長が一応説明されたんだけど、実際状況はうちと全く違うん

ですよ。で、今赤字の件もね、我々が総務でした、総務じゃないか、会派で行っ

たんか、会派で視察に行ったときが、赤字が２億だったと聞いてます。そして地

料というか、読売ランド等に払うのは年間何億、２億か３億かね、６億。うん。そ

れぐらい払うんですよ。だから要するにこっちの１坪の単価とも桁が違うわけよ。

もう状況がね。要するにうちは１，０００万しか払うちょらんとかいう次元の話じゃ

ないわけでしょ。まして今から東京オリンピックがある。船橋は東京から３０分圏

内。いろんなことをすると、そしてまして財政規模も船橋市、千葉県が施行者で

しょう。うちの一般会計とわけが違うんですよ。スケールが違うわけ。だから要す

るに船橋としたら、やはりそういうようなことを考えるとオートをここで何億って施

設改善をして、投資をしてするよりは、逆にほかの選択肢を選んだっていうふう

に私は見てるわけ。だからオートがだめになるからというような表現のね、説明は

あまりしてほしくないと思うし、逆にやはり事情がもう全く違うんで、それならば今

度はまあ今、いろいろ署名もしてるんだけど。それはそれとしてしないといけない

と思うし、逆に戦略的にほかの残った５場の中でね、関東地区そして船橋を初

め、読売なら後楽園にＪＲＡの場外もやってるし、いろいろそういうようなとこと、や

はり前向きにその代案というかね、それを保管するいうようなことをどんどんすべ

きではないかと思うんですよ。で、僕が気になったんだけど、今ね、いろんな首

長がって言うんだけど、実際に首長がね、オートの事情を知ってるのかなと。そ

こがね、担当者にしてもよ、オート買ったことがないものがね、うだうだ話してもだ

めですよ。それこそ選手会ね、それに精通した人間、それとファンの声、いろん

なそういうことをしないと、買い行くようにならないですよ。だからそういう部分をね、

やはり山陽のほうからどんどん提案するなりせんと、要は人事で済ませてもらっ
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ては困るわけですよ。だからそういう部分は市長そして議長もね、その辺のほう

があると思うんで、そういうところをはっきりとした姿勢なりを示していただきたいと

いうふうに思いますが、いかがでしょうか。 

 

堀川総合政策部長  今、議員さんのおっしゃるとおりでございます。８月１日の施行者

会議で、市長が言った言葉をここで発表させていただきたいと思います。この首

長会議は以前からうちの市長が首長会議を開催していただきたいと要望してい

ましたので、全動協もうちの市長の日程まで確認した中で、８月１日という日に

なりました。うちと当事者である船橋市と全動協の施行者会議の首長の会長で

ある川口市の市長、市長出席はこの３人です。はじめに船橋市、千葉県が状

況を説明して、司会のＪＫＡ専務理事が、閉会の挨拶をした後、市長が２０分間

程度発言しました。その内容をかいつまんでお話しすると、やはり市長も昨年、

トーターとうまくいかないというような中で、真剣にオートをどうしようかと。市民に

対してこれだけの赤字を抱えてさせていいのか、さらに赤字をふやしていいのか

と、すごく不安だったと。しかし、不完全燃焼のままでやめるわけいかないと。こ

れから本当に汗をかいてやっていきたいという決意表明を２０分間しゃべられま

した。それを聞いて他の施行者は拍手もされたということも聞いております。で、

経済産業省の室長もすぐ市長のところに行って、彼はそれまで去年、市長どう

しようかと悩んでおった時期から市長の思いを知っておりますので、市長がそう

いうような発言をされたことに敬意を表されたようです。山陽場は一番小さいで

すが、山陽場がやめるとなると、飯塚場、しいては業界全体まで波及するという

可能性もあり、注目されていた中で、とにかく全力で取り組んでいくという市長の

強い発言があって、このことはすぐに業界全体にも発信されました。選手会や

競走会などにも山陽小野田市は全力でオートレース事業に取り組んでいくと伝

わりました。このことが今現場であずかっている私どもに非常にパワーをもらった

気がしております。そして現場はこうやって頑張っておりますし、日本写真判定

も松坂競輪場の例を出す中、本市も１２月ないしは３月ぐらいに最低保証を少

しでも上げるような形、一応決算を見て、最低保証額は５，０００万円ですが、そ

れを少しでも上積みできるようにやっていきたいと思っております。今、業界全

体で盛り上げようと努力しております。うちの市長も表になり、日陰になり頑張っ
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ていくというふうに言っておりますので、現場もさらに頑張っていきたいと思いま

す。以上です。 

 

福田勝政委員 オートセンター場が、市でやってると僕思っていました。しかし今、これ

は、ちまたのうわさですけど、今３年後にオリンピックがありますいね、（「６年後」

と呼ぶ者あり）６年後か、そこに何かの会場をですいね、持って行くちゅう話を僕

は聞いております。だから今、署名運動をしても恐らく、堀川さんに聞きますけ

れど、そんな話を聞いたことありますか。 

 

堀川総合政策部長 会議の中では聞いてはおりませんし、世間話する中でも聞いてお

りません。船橋市は自分の土地、施設ではない中で、他の事業をやりますという

ことはないでしょう。以上です。 

 

岡山明委員  今の市長の決意発表されて、全国にそれが発表されたちゅうことで、そ

の影響は出るじゃろうという話は聞いたんですけど、今、この山陽小野田市考え

た場合、ちょうど２５年度決算を今、見て２０億ですね、全て借金が２０億。この２

０億を放たって、市長も今言うた、船橋がやめた状況で山陽小野田も続くって、

そういう今、山陽小野田市としては状況じゃないですいね。２０億これ一般会計

に踏み込むと、移すと非常に最悪の状況になると、そういう状況の中で市長も

綱渡りじゃないけど、その本当綱渡りの状況で、この体を張ったっていう今、解

釈こう私自身今、思うたんですけどね。そういった意味で、その今契約ですいね、

契約自体も今、部長が言われたように、じゃ来年ことし今、５％上がっとると。売

り上げかその人数か、はっきりわからないですけど、恐らく売り上げと思うんです

けど、それに対して今、契約内容がことしは５，０００万ですいね、その契約５，０

００万をその上げられる可能性としては、あるんかどうかと。それをちょっとお伺い

したいんですけどね。 

 

堀川総合政策部長 先ほども言いましたように、そうなるように頑張っていきたいというこ

とでございます。以上です。 
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岡山明委員 頑張ってまいるじゃなくてですいね、それを今、ことしは今言うたように５，

０００万という契約でやって、今言うた複数年数の契約の中で、今いろいろ話の

中で、毎年何か更新できる、変えられるという話を聞いてるでしょう、状況の中で、

もしこれが、状況が今、部長が言われるのは、５％で推移しとると、それが途中

でとまって、昨年と同じなると、話は一緒と、もし下がるようなことになると、下がる

可能性もなきにしもあらずちゅうことですかいね。 

 

堀川総合政策部長  最低保証が５，０００万です。これから下がるということはございま

せん。 

 

岡山明委員 いやいやいや。それはことしの契約ですいね。ことしの契約。５，０００万。

それでもその可能性としては、いや来年こんな落ち込んだ場合には、４，０００万、

３，０００万と下がる可能性がないかと言うとるんですよ。 

 

河野朋子委員長 契約の今のことについて少し。 

 

岡山明委員 上がるという契約をやったときに、今言うた・・・。 

 

河野朋子委員長 ちょっと待ってくださいね。契約についてちょっと説明してもらいます

ので。 

 

堀川総合政策部長 ３年間毎年５，０００万円の最低保証の契約です。 

 

河野朋子委員長 そういった契約がされております。 

 

山田伸幸委員 その契約と合わせて、包括的民間委託料６億というのもあったと思うの

ですが、これはどうなるのですか。包括的民間委託料が６億に設定されていたと

思うんですが。 

 

河野朋子委員長 委託料については契約内容はどうなっているかということですか。 
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山田伸幸委員 はい。 

 

堀川総合政策部長 包括的民間委託は、６億５，０００万円でございます。 

 

河野朋子委員長  それについての、だからさっき最低保証と同じように６億５，０００万

円についての取り決めはどうなっているかということを確認されました。 

 

堀川総合政策部長 ３年間６億５，０００万円で行います。 

 

山田伸幸委員  その６億５，０００万円、それと最低保証５，０００万円。これをやり切ろう

と思うと、売り上げとしてはどの程度必要なのか。その点わかっておりますか。 

 

堀川総合政策部長 売り上げと、そして先ほども言いましたように、売り上げはふやす、

経費を落とす、これが絡み合っておりますので、売り上げはまず、契約するとき

に下げどまりしようというような形で話をしておりました。そして経費はどのくらい

に下げているかというのは、今現在わかっておりません。そのような中で、決算

見込みを見て、今後交渉を行い、上乗せを取っていきたいということでございま

す。 

 

山田伸幸委員 ６億５，０００万円というのはですね、計算式あったじゃないですか。これ

やっぱり左右するのは、売り上げだと思うんですよね。それはどの程度までふや

せば今の現状からですね、６７億７，０００万、これをどの程度まですればそれが、

保証できて、さらに本市へも５，０００万円これが安定的に入ってくるのか、その

見込みは当然あってしかるべきだと思うんですが、いかがですか。 

 

堀川総合政策部長  私どもの日写と交渉する中で、今までの過去の売り上げ、つまり

落ちている状態で、売り上げの決算見込みを提示しております。そこで会社自

体はこの金額でできるということでいったということです。売り上げ目標が云々と

いうことは、企業として考えていることだと思います。 
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岡山明委員  ６億５，０００万ですいね、６億５，０００万今、資料をもらった２ページの中

で、今、じゃあ金額、売り上げがこう、決算見込みのその２ですかいね、その２の

ページの２ページちゅうやつの中にあるんですけど、じゃあこの今、売り上げが

今の状態で、去年と同じキープした状態で、じゃあこの６億５，０００万出そうと思

うたら、配分金、市の収益保証分この２億４，０００万であと下が４億５，０００万、

この２つしかないんじゃないですか。この中から６億５，０００万を出さんにゃいけ

んと。こういう現状的に今、数字が出てくるのは、この２つしかないんじゃないかと

思うんですけどね。この中で今言うた６億５，０００万を計上してくるということで、

あと要するに足らん分とか出たときに、今言うた金額的に出るのが、次のページ

ですかいね、積立金が残ってますいね。今回また今、７，０００万か８，０００万出

しとるんですけど。その積立金の財政調整基金、施設改善基金、この５億と１億。

この今、積立金があるんですけど、これをそれに補充するというような形になって、

積立金がそのうちなくなる。じゃあそのうち今言うたリース料、交付金とかがだん

だん減って、その払えなくなるという状況の、その可能性ちゅう部分で６億５，００

０万がずっと続くと、売り上げが今の状況になると、数字的に今言うたこの、これ

で示してある、そういう財政と施設の今、積立金がどんどんそちらに振り込まれ

ると、そういう状況の中で、どうなんかと。 

 

堀川総合政策部長 まずちょっと確認ですが、２５年度は日本トーターとの数値の問題

です。２６年度以降今度は日写とやります。そこでこれをこのような内容も全て日

写が把握した上で、６億５，０００万円で契約した。また私以前から言っておりま

すように、今の状態のように基金を取り崩せば、基金残高がゼロになると思いま

す。ただ今特に特例交付金を支払い終える２９年度までは、場合によっては累

積赤字が一時的にふえるかもしれない。多分ふえるであろうというようなことは、

私以前から説明させていただいたつもりでございます。そして累積赤字を把握

し、基金をいつも使うのではなくて、その基金は今後必要になると思われる施設

整備のために、それは担保しておかなければならない。例えば、今回２，０００万

円の施設整備基金を取り崩して、耐震調査をやっております。この調査結果を

元にどのような施設改修ができるか、つまり耐震補強ができるか。このあたりを見
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ながら基金もキープしたいと思っております。基金をキープしたいということは、

お金は減りますので、累積赤が一時的にふえるのであろうというように考えてお

ります。以上です。 

 

岡山明委員 その分は今、前回話されましたですね。もう今言うたこちらの基金はどうし

てもゼロにするわけにはいかんと。今言うたその工事のほうで使うということで、

今言うた、ことしは５億４，０００万ですかね、決算で。１，０００万ちょっと減って、

５億４，０００万。それが今後ふえる形になるじゃろうと。そういう状況の中で、先

ほど部長が話されたように５場、４場の形になったときにシミュレーション今かけと

るという話を受けたときに思うたのが、じゃあこの状況の中で、当然今言うた借金

が累積の充用金がふえると。この１つのそのターニングポイントじゃないんです

けどね、どこを基準として考えていくかと。そういう、その今言うた私もあと何年議

員するかわからんですけど、そのターニングポイントで決めるちゅうんですかね。

その辺はある程度そちらのほうでシミュレーションかけられて、その金額出されと

るんですか。 

 

河野朋子委員長 今の質問の趣旨ですが、ターニングポイントの金額というのはどうい

う意味か、もうちょっとわかりやすく質問してください。 

 

岡山明委員  ターニングポイントは、そういうやめるとか極端じゃないんですけど、その

事業を進めて、今山陽場を進めていく上で、ある程度の基本的な考え方の考

え方を変えると。そういう極端な話じゃないんですけど。（「意味がわからん」と呼

ぶ者あり）いやいやいや、今の進め方をどういうふうに、そのやるかという。その

やめるというような、ちょっと根本的にあれなんでしょうけど。 

 

堀川総合政策部長 やはり１つは耐震工事の内容を決定する時期が１つのターニング

ポイントの時期になるのではないかなと。というのが改修にどのくらいかかるであ

ろう。またこのぐらいの金額なら準備できるから、こういうような改修にとどめようと

か。そのあたりがこの事業が相当変わるときではないかなというふうに思っていま

す。それは廃止をするか否かではなくて、やはり金額がかかる時期はいつかと
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いうことになれば、その時期だと思います。それを緩和するには、じゃあ違う手

法でやろうかとかなど、いろんな検討がされるのは耐震補強事業のときだと考え

ているので、その時が１つの起点になるのではないかなと思っております。 

 

伊藤實委員  今、岡山委員が言われるのは、これは前に私も委員会で言ったと思うん

だけど、最悪は廃止ですよ。で、そのシミュレーションはしてないということは、も

うはっきり本会議でも言われてますよね。要は今の借地の問題、本場の解体費

用、選手会の問題、そういうことを勘案すると、それは今の累積の２０億プラスア

ルファ相当額の金額がどんと一般会計に来るわけだから、それを避けようという

中で、日本トーターから日写に包括民間委託で少しでもソフトランニングで減ら

していこうという方針だったと思うんですよ。だからそれはあくまでもそれで、今は

そういう方針で行くんだったら行かないといけない。しかし、今回船橋がこのよう

な状況になったときに、そこでぶれちゃいけんと思うんですよ。船橋がやめたか

ら今度は山陽とかね。やはり弱いところにしわ寄せが来る可能性があるんだから、

そこをやはり市長なりがそれに向かってこうだというところをやはりしないと職員

の方も選手もいろいろ不安材料を、そしてこういうことになるといろんなうわさ話

が波及するんですよ。だからやはりこういうときだからこそね、やはり今、オール

山陽小野田ちゅうことで、職員も議会も一緒になって、このオートを盛り上げて

いこうというふうにしてるわけでしょう。だからやはりそういうような建設的な議論を

どんどん進めていくということを進めていただきたいんで、要するに船橋は船橋

ですよ。もう。だから逆にこっちの５つのほうで、どのように戦略的にこの売り上げ

を伸ばすなり、しようということを前向きに検討をしていただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

 

堀川総合政策部長  はい、議員のおっしゃるとおりでございます。私どもは現在経営・

成長戦略委員会で検討しているのが、まさにそれであって、山陽場はとにかく

やっていくのだと。先ほど言いました市長がとにかく頑張っていくのだという表明

をやったのが、まさに山陽小野田市として全力で取り組んでいくというあらわれ

だと思っております。以上です。 
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笹木慶之委員  私のほうから二、三お願いなり、お尋ねですけどね。で、今、船橋の件

が出ましたが、今の背景は背景としてわかりますが、まだ時間があると言いなが

ら、もう船橋がやめるという前提で考えるならばですね、今、船橋の配属されて

おる選手。選手斡旋については、やはり山陽にとって最高のメリットがあるです

ね、対応をやはり考えてもらいたいと思います。それから２点目は、船橋が６９日

の開催日数がありますよね。で、これは全体的にどうなるかわかりませんが、この

あたりをどう考えていくのか。これもやはり非常に重要な案件ではないかと思い

ます。それからもう１点はね、実は電話投票が、今これ監査の資料にも出ており

ますが、２１年から２５年までの比較が出ておりますね。それで２４年に１回落ち

込んでますが、２５年は持ち直してるんですよね。前年度。ふえてます。で、その

中で実はこれ私もＣＳ放送が気になってね、ときどき見てたんですが、５月ぐらい

かな、ＣＳが写らなくなったんですよ。それでおかしいなと思ってあれしましたら、

例のあの、何かよくわかりませんが、前のやつが写らなくなったということでね、

早速買いかえました。買いかえてやはりどんなレース出るかなというのは、時間

があいたときには見てますけどね。で、その中でね、ちょっと気になるというか、こ

うしたほうがいいんじゃないかなというのがあるのは、オートレースの売りは、音な

んですよ。オートの音なんですが、ＣＳ放送の中で音が余り出てこないような気

がする。で、もう少し迫力ある音をどこかで入れたほうがいいんじゃないかなとい

う気がしますね。それからもう１点は、カメラのアングルの位置。もっと迫力ある部

分をね、やはりクローズアップしてこう、何と言うかな、本場に行ってみようかとい

うような気をそそるようなね、やはりそういうようなことも何というかな意見として出

されて、やはりかなりこれあの、どう言いますか、そういう映像を見ながら買われる

という方がおられるということを前提に考えるならば、やはり力を入れたほうがい

いんじゃないか。さらにもう１点加えると、船橋がやめられても、どう言いますかね、

場外発売は、これ継続されると思いますが、やはりより有効的な場所へそういっ

たことをしてもらうようにですね、やはり積極的に働きかけるべきだと思いますが、

その点どういうお考えでしょうか。 

 

堀川総合政策部長  選手の所属については、当然船橋場がなければ船橋場以外の

ところで引き受けるというようなことになると思っております。そういう中で今後の
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調整になると思いますが、山陽場に有利になるようにみんな思っておると思いま

す。どこの場も、残り５場は、あの選手がほしいとかいう思いもあるし、本人の希

望もあるかと思います。そういう中で有利になるように頑張っていきたいと思って

います。次に、日程においては、今やはり普通開催がダブっておるのが、まだあ

ります。そのあたりは、日程調整を今も会議の中で、調整をやっておるところで

ございます。山陽場においても有利になるように今後も頑張っていきたいという

ふうに思っています。次に、ＣＳの音について、ＣＳは一応音がいいというのもあ

りますが、逆にアナウンサーの音が、その音によって聞こえないという技術的な

こともあるのだろうと思いますが、そういう声があったということはその担当のほう

には伝えます。次にカメラアングルについて、よく見られる方、フェイスブックやフ

ァンミーティングでも指摘されています。検討していきたいと思います。このファ

ンミーティングは全場で今年度から始めました。ファンミーティングつまりファンと

選手と関係者を集めていろいろなファンの言葉を聞いております。例えば山陽

では６月にやりましたが、フェンスがさびている、これは見た目が悪いじゃないか

ということをファンが言いました。途端に選手がオフのときに、三十数名集まって、

フェンスにペンキ塗ったという事例がございます。もちろん施行者が本来やらな

ければいけないのですが、その声を聞いて一緒にやろうということで自主的に選

手も参加しました。選手会の活動が山陽場の売りということで注目されました。

その後船橋場でも草刈とかを選手がファンと一緒になってやろうということがあり

ます。そういう中でファンの声を非常に大切にしたいと。アングルのこともそうで

ございます。最後の船橋場の場外、これについてもやはり影響が非常に大きい

という中で、現在場外場の設置を残った５場と言いますか、この経営・成長戦略

委員会は船橋、千葉県も委員として一緒にやっておりますので、その設置はや

るということを言っております。条件がいいような形でやっていきたいというふうに

思っております。あと具体的な分についての補足は中村のほうがいたします。以

上です。 

 

中村公営競技事務所主任  カメラアングルの話ですけど、さっき申したようにファンミー

ティングでも出まして、このＧⅡから走路内にカメラを今回多分入るんじゃないか

と思います。で、実際ＧⅠのスピード王のときは、過去多分山陽場でも入ったこ
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とがあります。ただこれがなかなかファンの声というと、やはり全員ではなく中のカ

メラは要らないという方も逆にいらっしゃるんです。全体の引いた画面じゃないと

順位がわからないので、（「そりゃそれ」と呼ぶ者あり）はい。一応さっき部長が申

したように意見は受けたという形でということで対応します。 

 

福田勝政委員  ３年契約ということでしたけれど、１年ごとに見直すと。そこらの範囲で

すいね。そこらはどういう見直す。もし売り上げが落ちて、これはもうだめだと、途

中で撤退する場合もなきにしもあらずですよね。で、市長さんは非常に頑張っ

て２０分しゃべられたと言いますが、もう途中で、３年後にはやめられますんでね、

次は大変だと思いますよね。そこらの点がね。 

 

河野朋子委員長 じゃあその辺をどうですか。 

 

堀川総合政策部長 日本写真判定においては、公営競技については実績もございま

す。まず富山競輪、平成２１年あたりだったと思います。順調にやっております。

次に千葉、松坂とそれぞれの競輪場でやっていて、非常に信頼のある業者の１

つだというふうに思っております。とにかく山陽場と一緒に頑張っていくと。山陽

を松坂競輪場のように再生したいという思いが、渡辺社長を初め、従業員はす

ごく強うございます。私どもが一緒になって頑張っていくということだけをここでお

話したいと思います。条件についてもやはり私どもが最低要るという金額をわか

って理解しておりますので、それであと先のこともあります。で、そういうことも勘

案した中で、とにかく将来的にやっていきたいというふうに言っております。最後

に次の市長が云々という話については、ちょっと私お答えすることができません。

以上です。 

 

山田伸幸委員 先日議会報告会を行ったときに、２つ会場から公営ギャンブルについ

て大変厳しい意見が出ました。そのときに私も答弁に立ったんですが、非常に

答えにくいというか、ぜひお願いなんですが、もし先ほど伊藤委員が言われた

廃止ということになった場合、実際にどの程度の金額が必要となってくるのか。

これも出しておかないと説明がつかないんですよ。市民に対して。それをぜひ出
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していただきたいということです。 

 

堀川総合政策部長 単純に言えば、２０億円ですが、今回船橋場が撤退するというこ

とで具体的な話になりました。例えば選手共済会の過去の事故に対する補償と

か、そういう部分の金額が出ております。ある程度こういう金額が要るのではな

いかというような、私ども業界人としては理解しております。ただやはり市民に説

明する場合は、債務の今の２０億円プラスアルファで、この金額、内容も今後要

るのですということは、伝えなきゃいけないというふうには思っております。相当

のプラスアルファがあります。これはちょっと生々しくなりますが、やはりそのあた

りも含めて今後どういう形でやっていくかということを御報告したいというふうに思

っております。以上です。 

 

岡山明委員  配当率がありますいね。あれはその動向ちゅうか。それをちょっと最後に

ちょっと教えていただきたいんですが。 

 

堀川総合政策部長  オートレースが特に売り上げが落ちたという理由の中で、配当と

いうのは払戻率ですよね。７５％を７０％にしたということです。それはそれとして

１つの原因ではないかということを認識している中で、可変式システムの改修に

取り組んでいます。来年２月にはそのシステム、要は払戻率を動かせるようなシ

ステムに変わります。これをどう運用していくか今検討しております。掛け式でや

るのか、その節でやるのか、いろんな手法があるというような中で、どういう形で

やるかと、インパクトのあるような形でやっていきたいというふうに思っております。

いずれにしても可変式システムは２月から稼動しますので、また個別にこういうこ

とをやったらいいよというのがありましたら、ぜひ御教示をお願いしたいと思いま

す。以上です。 

 

河野朋子委員長  大体質疑が出つくしたようですが、よろしいですか。（「はい」と呼ぶ

者あり）議長のほうから何か報告があるようですので、お願いいたします。 

 

尾山信義議長 大分議論が奮闘いたしましたけれど、先ほど堀川部長のほうからもあり
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ましたように、７月の２３、２４日で、オートの議長会、総会に行ってまいりました。

これは船橋のほうでありまして、先ほどからあります船橋の現状についてその時

点では把握できなかったことすごく残念なんですが、その後にこういった報道が

なされたと。そのときに日本写真判定の本社に参りまして、取締役社長と、その

ときに九州の支所長も一緒に来ておられまして、議会のほうからプレゼンを受け

たということで、大変すごく喜んでおられましたし、今プレゼンをされた松浦さん

だったですか、プレゼンを受けて、あの方もすごく気を入れておるということで、

これからも山陽場については力いっぱい支援をしていきたいと、頑張っていきた

いということを言うておられましたんで、私どももいろんな形での挨拶等、要望等

もしてまいりましたので、そのことについて御報告をさせていただきたいと思いま

す。以上でございます。 

 

河野朋子委員長 それでは大体意見も出ましたし、これから２６年度ですね、写真判定

との委託によってどのようにオートが変わっていくかということを委員会として見

ていきたいと思いますので、ぜひ頑張ってください。以上でこのオートについて

は・・・。何かありますか。 

 

山田伸幸委員 試算の件なんですけど。 

 

河野朋子委員長 概算が出ますか。（「無理っちゃ」と呼ぶ者あり） 

 

堀川総合政策部長 具体的に金額を調整しています。 

 

河野朋子委員長  山陽場が２０億プラスアルファという、そのプラスアルファがどれぐら

い大きいかという多分市民の方がその辺ぐらいが何となく知りたいのが、それぐ

らいだと思うんですよ。 

 

堀川総合政策部長 ２０億プラスアルファのアルファをこういうものだと考えられるとした

ら多分１０月頃には言えないと思います。（発言する者あり） 
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河野朋子委員長 これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。５分休憩

します。 

 

午前１１時３８分休憩 

 

午前１１時４５分再開 

 

河野朋子委員長 委員会を再開します。３番の請願のほうを先にしたいと思います。請

願第１０号山陽小野田市の学校給食を親子方式で実施することを求める請願

書につきましては、本委員会で継続審査となっておりました。この件につきまし

て審査したいと思いますけども、この間３月以降、教育委員会のほうからもそう

いったもちろんそういう動きもありませんし、一般質問などで、いろいろと質疑の

結果、１センターしか考えてないということは方針としては明らかとなっておりま

す。それを踏まえてこの請願をどう扱うのかについて少し協議したいと思います。

いかがでしょうか。御意見がありましたらお願いいたします。 

 

伊藤實委員 今、このような状況下、それと前回の一般会計予算のほうでも修正して、

その教育委員会の議事録を見てもですね、本当にこの給食センターをしたいん

だというような思いが全く伝わってないんですよね。そうした中で採択云々という

ことは、まだまだ早いと思いますし、いろいろと宇部、光とかもセンターができたと

いうとこもありますし、我々一般会計のほうで附帯決議を出した部分についての

回答もない。やはりそういうことを含めるとまだこれは継続していって、閉会中な

り視察をするのが、いろんな視点からやはり議会のほうでももっともっと熟議する

必要があると思いますので、継続審査すべきではないかというふうに考えます。 

 

河野朋子委員長  今のそのような意見が伊藤委員のほうからありましたけれども、これ

について皆さんいかがでしょうか。 

 

中村博行副委員長  今、伊藤委員がおっしゃられましたように前回と同じ、全く動きが

ない状態でですね、ここで結論を出すというのは、どうかと思いますし、今、おっ
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しゃられたように宇部の４，０００食、こういったものがもう開きますので、そういっ

た視察なんかを含めた中で、再度検討すべきじゃないかというふうに考えており

ます。 

 

河野朋子委員長 副委員長のほうからも同様の意見が出ましたが、何かこれに異議が

あれば。 

 

山田伸幸委員 ただこれまで請願を審査してきた中で、通常継続審査というのは、まあ

１回だというふうに言われてきていたんですね。いろいろ理由はあろうかと思うん

ですが、市民の言う意に沿った、やはりそれが私たちの使命だと思いますが、

本当にこの請願は請願として、採決をしてもいいのではないかなという思いも一

方ではあります。でないと今度これを継続してしまうともう１年以上ということにな

りますので、それはどうかというふうな思いもあります。 

 

河野朋子委員長 そういった山田委員からの懸念も示されましたけれども、それも含め

て。 

 

伊藤實委員 今、山田委員が言われることはごもっともだと思います。しかしながらこの

請願が出たのは、一般会計予算の前にこれは出されたわけで、それは給食セ

ンターという議案が出たから、このようなことが出たわけですよね。そうした中で

一般会計のほうでは全会一致で修正をしたということになりましたんで、一応の

初期の目的というか、要は親子方式にしてほしいという希望はまだ残ってるわけ

ですから、それに向けてどのようにするかというのは、通常の請願の対応とは事

情が違うと思いますので、ここは再度、先ほど言いましたように一般会計のほう

から給食センターにかかわる附帯決議の回答もまだ出てませんし、そういうこと

も含めて委員会の中、これはやはり総務だけではなくて、一般会計のほうも予

算の関係に絡みますんで、合同で視察するとか、合同審査会をするとか、やは

りあらゆる手段を使って、慎重にまだ協議をすべきではないかというふうに考え

ますんで、そこはまあちょっと通常との対応が違うんではないかというような思い

があります。 
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岡山明委員 １つお伺いしたいんですけど、今、請願が出て、１１月２６日か。この請願

者に対して、今、事情が、こういう事情になって、請願が今言うた、この採決も微

妙な状況になってるちゅう、個人的関係なんですけど、個人的に思うのが、その

途中報告とはおかしいけど、その請願者に対して、今議会としては保留してると。

その途中報告、中間報告が請願者に話が行ってるかどうか、その辺は必要な

いかどうかと、その辺はちょっとどうかなと思いまして、ちょっとお伺いしたような

形なんですけど。 

 

河野朋子委員長  本会議場では継続審査になったということの報告は議長から公の

場ではあっておりますけれども、その中身について委員会からあえて請願者に

説明するということはもちろん行っておりませんし、その辺の中間報告の必要性

ということも、そういうことは取り決めはありませんので、でも親切心からきちんと

伝えてあげるということは個人的にはできないことはないと思いますし、そういっ

たことを多分各委員の方がそれぞれされてるのかなぐらいの状況で、どうなんで

すかね、私のほうからはそれぐらいしか。紹介議員はどなたでしたっけ。（「矢田

議員と岩本議員」と呼ぶ者あり）まあ紹介議員もおられますし、その辺の状況を

私は把握はしておりませんけども、一応委員会として説明する必要というか、義

務はないので、まあそういったことにはなっております。そういう状況ですよね。

多分気にされますよね。請願者としてはね。 

 

笹木慶之委員  先ほどから話がありますように本件については、もう１つの委員会の流

れがありますのでね。（「予算」と呼ぶ者あり）そういったことの経過を踏まえなが

ら執行部の対応もまだまだ不十分なところがありますので、やはり継続してしっ

かり審議をすべきだと思います。 

 

河野朋子委員長 大体皆さん今意見を出されて、山田委員が懸念されることももっとも

だけれどもというようなことで、今回の請願に限り少し通常の請願と性質が違う

んじゃないかというような指摘もあって、それを踏まえて今回のこの請願につい

ての採決はまた少し置いておいて、調査をさらに進めていくということでよろしい
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ですか。（「はい」と呼ぶ者あり）ということで継続するということにさせていただき

ます。それでは４番の陳情、要望についてですが、本委員会に出されました、２

件ありましたかね、はい。２件ほど出されておりますけれども、何かこれについて

補足説明があればいただきたいと思いますけど、事務局のほうで何か地方財政

確立に向けた地方自治法第９９条に基づく議会採択についてという件ですけ

れども、この件について何か説明があればお願いいたします。 

 

古川議会事務局長 それでは自治労山口県本部のほうから出ております「２０１５年度

地方財政確立に向けた地方自治法９９条に基づく議会採択」ということで、地

方財政の充実、強化を求める意見書を採択してくれということで、この経緯につ

きまして若干説明させていただきます。これは自治労県本部のほうが中心にな

りまして県下自治労系の組合がある１３市と県に対してこの９月議会に向けて動

いておるようでございます。またこの内容は地方財政の充実、強化を求める意

見書ということでかいつまんで言いますと地域の財政事情を的確に見積もり、

地方交付税及び一般財源総額を確保すると。地方財政の確立に向けての陳

情、要望書ということになっております。この件につきましては全国議長会でもこ

の第９０回定期総会、２６年の５月２８日に日比谷であったわけですが、その中

でも会長提出議案といたしまして、地方税財源の充実、確保に関する決議とい

うのが採択されております。この内容と今回自治労のほうが出しております。この

意見書のモデル案ですが、この内容がほとんど同じような形になっております。

また先ほど申しました全国市議会議長会の定期総会で採択されました決議を

作成するに当たり、昨年尾山議長がこの作成する審議会の地方財政部会の委

員でもあった中で、このような決議文の採択が５月２８日になされたという経緯も

ございます。内容につきましてはこの自治労の県本部が出したのは地方公共

団体において働く者としても地方財政の充実は不可欠のものであるという考え

方また自治体行政を監視する全国市議会議長会としても、この地方財政の充

実は必要であるという考え方で、方向、ベクトルは基本的には同じような流れの

中で、同じような内容の意見書が出ておるということがこのベースにあるというこ

とを含んでいただいた中で、御審議をいただきたいというふうに思います。 
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河野朋子委員長 今その辺の経緯とか背景について事務局から説明していただきまし

たが、この要望書につきまして皆さんもう事前に見ていただいていると思います

ので、何か御意見があれば。 

 

山田伸幸委員 今回こういう陳情という形になっているんですが、今事務局長が説明さ

れましたが、そういったことは当事者がやはりこの場に来て説明をするなりのそう

いうことが必要ではないかなと思うんですけど、そういう機会があるのであれば、

まだ会期もありますし、またあるいは１２月議会に向けてでもいいですから、そう

いう場がもしどうしてもこれを採択する方向ということでみんなが一致すれば、そ

ういう場も必要ではないかなというふうに思います。 

 

河野朋子委員長  そういった意見もありますが、この趣旨についてはここに出されてい

るとおりだと思いますので、その辺も酌んで。 

 

中村博行副委員長  今、背景なりを局長のほうからお話いただきましたが、私もこれず

っと読んで、最初に議案いただいた日に読んで、今までのほかの陳情要望書と

はちょっと違うのかなという気がしました。そしてモデル案がありますけど、別紙１

のこの中にですね、やはりそれ相当の内容がきちんと書いてあって、やはり地方

自治が担う役割が年々拡大していると。そういった中で当然これをこの方向に

ですね、する必要があるというふうに感じました。したがってできればこれは意見

書を提出する方向で考えたらどうかなというふうな気がいたしております。 

 

河野朋子委員長  今２つの意見が出ましたけれども、休憩をはさんで審査を続けたい

と思いますけどいかがですか。よろしいですか。午後は１時からしたいと思いま

すが、人事課のを先にしていただいていいですかね。これはまた後にしましょう。

きりがいいので１時から２番目の退職手当の件の議案を審査いたします。それ

では休憩いたします。 

 

午後０時休憩 
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午後１時再開 

 

河野朋子委員長 それでは午前中に引き続き委員会を再開いたします。議案第６８号

につきまして審査をいたします。担当課よろしくお願いいたします。説明をお願

いいたします。 

 

城戸人事課長  人事課の城戸でございます。よろしくお願いいたします。それでは議

案第６８号山陽小野田市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条

例の制定について御説明申し上げます。このたびの改正は、国家公務員退職

手当法等の一部改正に準じて、勧奨退職を廃止し、早期退職募集制度を導

入するとともに、定年前早期退職特例措置の拡充を図るため、山陽小野田市

職員の退職手当に関する条例の一部を改正するものであります。国家公務員

の退職手当制度の改正につきましては、官民比較調査の結果を踏まえ、退職

手当の支給水準を引き下げるとともに、年齢別構成の適正化を通じて組織活

力の維持等を図るため、早期退職募集制度の導入、勧奨退職の廃止、定年

前早期退職特例措置を拡充する等の措置を講ずることにより、退職給付の官

民較差平均４０２万６，０００円の全額を解消しようとするもので、地方公務員の

退職手当につきましても、平成２４年８月７日の閣議決定におきまして国に準じ

た措置を講ずるよう要請されているところであります。これらを踏まえまして本市

におきましては、退職手当制度について国に準じた改正を行うこととし、退職手

当の支給水準の引き下げに関する部分につきましては、平成２５年３月議会で

御審議をいただき、平成２５年４月１日から既に施行しているところでございます。

よって、このたびの改正は、勧奨退職の廃止、早期退職募集制度の導入、定

年前早期退職特例措置の拡充など、いわゆる残る部分の改正を行おうとする

ものでございます。それでは、改正の内容について御説明申し上げます。まず

第３条から第５条まで、第５条の５及び第６条の４の改正につきましては、退職

理由のうち、勧奨退職に関する部分を削除するとともに、早期退職募集制度に

よる退職を退職理由に追加すること、及びそれに伴う条文の整備を行うもので

あります。次に、第５条の３及び第６条の３の改正につきましては、定年前早期

退職者に対する退職手当の基本額に係る特例の見直しを行うもので、具体的
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な内容といたしましては、国家公務員における特例措置と同様に、適用対象年

齢を５０歳以上の職員から４５歳以上の職員に、割増率を年２％から年３％に引

き上げるものであります。次に、第８条の改正につきましては、早期退職募集制

度の手続等に関する規定の整備を行うものであります。まず、第１項では募集

の類型を、第２項では募集実施要綱に関する事項を、第３項では募集人数に

関する制限を規定しております。次に、第４項から第８項までの規定につきまし

ては、募集の期間、募集期間の延長、応募上限数に達した場合の取り扱いに

ついて、次に第９項及び第１０項では、応募及び応募の取り下げに関する基本

的な考え方、第１１項及び第１２項では、応募者の認定に関する事項をそれぞ

れ規定しております。次に、第１３項から第１５項までの規定につきましては、退

職すべき期日の取り扱いについて、第１６項では、認定の効力に関する事項、

第１７項では、募集実施要綱等の公表についてそれぞれ規定しております。説

明につきましては以上でございます。御審議の程、よろしくお願い申し上げま

す。 

 

河野朋子委員長 はい、それでは質疑を受けます。 

 

山田伸幸委員 この条文を見たのでは、なかなかわからなかったのですが、先日の市

長の説明の際にですね、今でも言われたんですが、適用対象を５０歳から４５歳

に引き下げるということなんですが、今山陽小野田市の職員の皆さんをずっと

見ていったときに、一番戦力になっている部分ではないかなというふうに思うん

ですが、このあたりの人たちがもし勧奨せずとも手を挙げてやめることを選択す

るということは、事業体としても非常に損失になるのではないかなというふうに思

うんですが、その点のお考えいかがでしょうか。 

 

城戸人事課長  御指摘いただきましたように人事課といたしましてもですね、決して職

員にやめていただきたいという考えは一切持っておりません。できることならば

定年まで勤めていただきたいという気持ちでございますけども、先ほど説明しま

したように制度としては国に準じる措置を講じるということで、このたび改正させ

ていただきたいということでございますけども、具体的に４５歳以上の職員が仮
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にこの特例制度が拡大したということがありましてもですね、当然ライフプラン等

もございますので、実際に応募があるというふうなことは余り想定はしていないと

いうことではございます。 

 

山田伸幸委員  それと引き上げということがされた、１％程度ですからそれでどの程度

の効果があるかちゅうのはわかりません。人事課としてもやめてほしくないという

ようなことを言われるんですが、実際のところ応募はかけるわけですか。どうなん

でしょうか。 

 

城戸人事課長  今、第８条関係御説明いたしましたけど、毎年応募をかけます。具体

的な人数等につきましてはなかなか何名というふうな人数を定めることは今の職

員の構成からしても難しい面があろうかと思いますので、実際の国の運用等も

確認する中ではございますけども、今、国が募集しておりますのを確認いたしま

しても、例えば何名程度であるとか、若干名というふうな表現になっております

ので、それと同様の応募をかけるようになろうかと思います。それと先ほどちょっ

と言われました拡充による差額と言いますか、具体的なちょっと数字を申し上げ

ますと今、４５歳の係長という例で言いますと、これまでは特例制度の対象外で

ございましたので、新しい制度になりますと、約６５０万円ぐらいの差額が出ます。

それから５０歳の課長補佐級で言いますと１４０万。５５歳課長級で１０５万。それ

から５８歳の部長級で４６万程度の差が出るというふうな標準的な例でございま

すけど、それぐらいの差があるということでございます。１％の差ということでござ

います。 

 

山田伸幸委員 今言われた数字は増額になるという考え方ですか。 

 

城戸人事課長  従来の特例制度が２％でございますので、３％になることによって１％

の増額があるということでございます。 

 

山田伸幸委員  これが例えば定年までいたときとの差額で言ったらどうなんですか。そ

れが今の分ですか。 
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城戸人事課長  今申し上げました数字は、１年の数字でございますので、残りの年数

に応じて、例えば残り１０年であれば、５０歳の課長補佐級であれば残り１０年と

いうことになりますので、１４８万掛ける１０年分ということで・・・済みません定年ま

での差ではありません。やめた年の限りでございますので、済みません訂正させ

ていただきます。 

 

山田伸幸委員 ６月議会でもあったんですけど、あれは地方税のことだったんですが、

国がこうしなさいというような形で閣議決定までするということなんですが、これは

したがっていかないことによるペナルティとかそういうのはないわけでしょう。どう

なんでしょうか。 

 

城戸人事課長 特にペナルティということは現在まだ情報としては聞いておりません。 

 

笹木慶之委員 今のこの条例改正の背景についてはよく説明がありましたからよくわか

ったんですが、私が思いますのは、国の制度をね、地方に移行したという感じが

して国の雇用状況、雇用実態と言いますかね、ということと地方とはかなり違うわ

けですよ。だから多少無理がある気もするわけですが、今課長のほうから説明

があって、今のこの募集についてはそう積極的にやるつもりではない。いわゆる

形としてね、運用するというふうに受けとめたわけですが、そのように受けとめて

いいんですかね。それが１点ともう１点は、もちろんこれは対応団体との協議も

終っているということでしょうね。 

 

城戸人事課長  まず雇用という関係で御質問いただきましたけれども、実は本年度か

ら定年退職をされた職員の方の再任用制度というのがもう始まっておりましてで

すね、人事課としても新規採用職員の数を制限と言いますか、控えていかなけ

ればならないという状況にもなっております。そうした中でやはり職員の平均年

齢の問題であるとかですね、そういったことも考慮した中で、積極的に募集する

ものではないというふうには申し上げましたけれども、仮に早期退職を希望され

て退職者が出た場合は、新規採用職員で対応してまいりたいと。そうした中で
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組織の活性化を図ってまいりたいという考えは持っております。それから今、関

係団体との協議ということでは、既に妥結済みでございます。 

 

中村博行副委員長  実際にですね、昨年を例にとってこれに対象と言いますかね、こ

の対象になっておられるような人数と言いますか、そういったものがわかれば。 

 

大谷人事課主幹  昨年度につきましては、勧奨の制度でございますので、４名でござ

います。 

 

山田伸幸委員 今言われた４名というのは年齢的にはどういったあたりですか。 

 

山本人事課人事係長  人事課山本でございます。５０代後半が中心となっておりま

す。 

 

河野朋子委員長  これまでは勧奨制度が退職ということでしたので、その退職金の金

額がほぼそれだけの退職手当が払われたという理解でよろしいですか。昨年度

まではということですか。今の件。 

 

城戸人事課長 昨年度までは要綱で定めております２％を拡充したものとしてお支払

いしております。 

 

河野朋子委員長  ほかにありますか。今回国に準じてということですけれども、国の改

正はいつ行われたのか確認いたします。 

 

城戸人事課長  国家公務員の退職給付の支給水準の見直しということで、国家公務

員退職手当法等の一部を改正する法律がですね、平成２５年６月１日に施行さ

れております。 

 

河野朋子委員長  この時期がこういうふうに少し市のほうがずれてるというか、国よりも

かなりおくれてるというようなその辺の理由について何かあるんでしょうか。 
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山本人事課人事係長  人事課山本です。関係団体との調整が調ってなかったことと、

各市、本市以外の市町も国に準じてすぐにやっておられなかったこと等を踏ま

えて、いろいろ協議した結果、国とは、ずれた形となっております。 

 

河野朋子委員長 ほかにありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）よろしいですか。今回募集

をこれでかけるという、８条のことですけれども、で、募集をかけて例えば募集以

上の、例えば応募があった場合とか、そういった場合どういう対応をされるかな

どは考えてらっしゃいますか。 

 

城戸人事課長 実際の運用の問題になってこようかと思いますけども、先ほど言いまし

たように明確に何名というふうな人数をですね、規定して募集をかけておられる

国の関係の省庁がございますけども、表現としては募集予定人数というふうな

表記をされておられたり、先ほど言いましたように何名程度とかですね、若干名

というふうな表現にされているところがございます。実際にこの運用を協議する

中で、問題になりましたのは、例えば５名というふうに定めた場合に、６人目の方

が手を挙げた場合はどういうふうにするのかというふうなことでございますが、そう

いった運営につきましては今言いましたような表現にしてですね、期間中に応

募された方は対象としたいというふうに考えております。 

 

河野朋子委員長  希望される方はそれを受け入れるという方向でよろしいですね。ほ

かに質問がありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）はい。なければ質疑を打ち切りま

す。討論に移ります。山田委員。 

 

山田伸幸委員  山陽小野田市の実情を見る限り、この４５歳から５５歳というのは非常

にこう戦力として一番充実しているし、頑張ってもらわなくちゃいけない、そうい

った実情と国の実情とは大きく異なっていると思います。で、国のをそのままこ

れに当てはめるのはいかがなものかと。それと１％引き上げるようなことでですね、

それに応募しやすいような環境をつくる、これ自身も非常に疑問を感じますので、

当議案に関しては反対をしたいと思います。 
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河野朋子委員長  ほかに討論はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ討論を打

ち切り議案第６８号について採決をいたします。本議案につきまして賛成の委

員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

河野朋子委員長 賛成多数ということで、本議案は可決すべきものと決しました。お疲

れさまでした。 

 

（執行部退場） 

 

河野朋子委員長 要望書の件について引き続き審査いたします。自治労から出ており

ました。意見書を出してほしいという要望書ですけれども、これについて先ほど

経緯も含めて事務局のほうから説明していただきましたので、これはモデル案も

示されておりますので、これに沿って意見書を出したらどうかという意見も出て

おりましたけれども。ちょっと途中になっておりましたので、これについて引き続

き意見を聞き取りまとめたいと思いますがいかがでしょうか。これは要望書です

ので、請願とは少し違って、請願者が直接来てというようなことは必要ない形式

のものとはなっております。 

 

伊藤實委員  先ほど事務局長のほうから議長が全国議長会のほうでもかかわったとい

う意味もありますし、そのような説明がありましたし、このような機会ですので議会

として意見書を提出する方向に進むべきではないかというふうに考えます。 

 

河野朋子委員長 そのような意見ですけどもほかの方何か意見があれば。いかがです

か。よろしいですか、そのように計らって。 

 

笹木慶之委員  私もこのモデル案といいますか、意見書の中身をずっと見せていただ

きましたが、地方財政の財源確保というところが原点にあるわけで、地方自治法
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の９９条、地方公共団体の公益に関する事件について意見書を提出することが

できるという趣旨からすればですね、賛成をしたいと思います。 

 

尾山信義議長  自治労のほうから要望として出されるときに私聞いておるんですが、こ

のことについては先ほど局長が申しましたように全国議長会の地方財政委員会

のときに携わった中身とほとんど、一字一句変わらないというのが、この要望書

の中身については全国市議会議長会にそういったセミナーを出される、いわゆ

る見識者の研究会、それが大体同じような組織でそこで同じようなものをつくっ

ておられるので、中身がほとんど、一字一句変わらないというのが現状です。だ

から当然全国市議会議長会で出されたものだから問題はないだろうということで、

オーケーをしておるという状況でございます。 

 

河野朋子委員長  ほかの委員はいかがですか。よろしいですか。何か異論があれば。

（「なし」と呼ぶ者あり）ではこの委員会で一応意見書案をつくって提出するとい

う運びにしてよろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり）ちょっとこの意見書案、

まあモデル案はありますけれども、そうは言ってもきちんとやはり当委員会として

精査して作成したいと思いますので、少し休憩いただいてよろしいですか。（「は

い」と呼ぶ者あり）３０分まで休憩いたします。 

 

午後１時２７分休憩 

 

午後１時３０分再開 

 

河野朋子委員長  それでは委員会を再開いたします。先ほどの意見書案の件ですけ

れども、副委員長のほうから意見書案が提案されます。 

 

中村博行副委員長 それでは意見書案を読み上げます。地方財政の充実、強化を求

める意見書。被災地の復興、子育て、医療、介護等の社会保障、環境対策

等の地方自治体が担う役割は年々拡大しており、地域の財政需要を的確

に見積もり、これに見合う地方交付税及び一般財源総額を確保する必要
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がある。また、経済財政諮問会議等で法人実効税率の見直し、償却資産

に係る固定資産税の減免等が議論されているが、公共サービスの質の確

保を図るためにも安定的かつ地域偏在性の小さい地方税財源を確立する

ことが極めて重要である。地方自治体の実態に見合った歳出、歳入を的

確に見積もるためには、国と地方自治体の十分な協議を保障した上で、

地方財政計画、地方税及び地方交付税のあり方について検討する必要が

ある。公共サービスの質の確保及び地方自治体の安定的な行政運営を実

現するため、２０１５年度の地方財政計画、地方交付税及び一般財源総

額の拡大に向けて、政府に下記のとおり対策を求める。記。１、地方財

政計画及び地方交付税総額の決定並びに地方税のあり方については、国

の政策方針に基づき一方的に決定するのではなく、国と地方の協議の場

で、十分な協議の下に決定すること。２、社会保障分野の人材確保及び

処遇改善、農林水産業の再興、環境対策等の財政需要を的確に把握し、

増大する地域の財政需要に見合う地方財政計画、地方交付税及び一般財

源総額の拡大を図ること。３、復興交付金については、国の関与の縮小

を図り、採択要件を緩和し、被災自治体が復興事業をより柔軟に活用で

きるよう早急に改善すること。また、被災地の復興状況を踏まえた上、

集中復興期間が終了する２０１６年度以降においても、復興交付金及び

震災復興特別交付税を継続して確保すること。４、法人実効税率の見直

しについては、国税である法人税が地方交付税の原資となっていること

を踏まえ、課税ベースの拡大などを通じ、地方税財源の確保を図った上

で、地方財政に影響を与えることのないようにすること。５、償却資産

に係る固定資産税及びゴルフ場利用税については、市町村の財政運営に

不可欠な税であるため、現行制度を堅持すること。６、地方交付税の別

枠加算及び歳出特別枠については、地方自治体の重要な財源となってい

ることから現行水準を確保すること。また、増大する地方自治体の財政

需要に対応し、臨時的な財源から、社会保障、環境対策等の経常的な経

費に対応する財源へと位置づけを改めること。７、地方交付税の財源保

障機能及び財政調整機能の強化を図り、小規模自治体に配慮した段階補

正の強化及び市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の
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把握について、引き続き対策を講じること。８、人件費削減等の行革指

標に基づく地方交付税の算定は、交付税算定を通じた国の政策誘導であ

り、地方自治及び地方分権の理念に反するものであることから、このよ

うな算定を改めること。以上です。 

 

河野朋子委員長  今、副委員長から意見書案の提案がありました。モデル案をもとに

少し修正がされたものというふうに受け取りましたけれども、これについて何か質

疑があれば受けます。 

 

山田伸幸委員 意見といいますか、ぜひここだけは削ってほしいという意見です。「４法

人実効税率の見直しについては」の後、「課税ベースの拡大を通じ」のこの部

分。これは要するに今まで最低限の法人税しか払えないところにまで、その課

税を広げろというような意味でありますのでこれはぜひ私どもの考え方になじま

ない部分でありますので、ここの十数文字を削除して文書化していただきたいと

いう要望であります。 

 

河野朋子委員長  ４番のところですかね。４番の「法人実効税率の見直しについては

課税ベースの拡大などを通じ」という「課税ベースの拡大などを通じ」というのを

のけてほしいということですかね。そういった意見がありますがいかがでしょうか。 

 

伊藤實委員 議長はこの辺について協議されたということですが、この課税ベースの拡

大というのは、税率を上げる、即イコールとなるのか、それこそこの法人実効税

率を見直す税制調査会なんか、ちょっと僕もよく存じないんですが、一概にそん

なふうになるのか。範囲が広がることであって、逆に広がった分税率が減るとい

う可能性もあると思うのですが、その辺の協議というか、議論、過程はどうなんで

すか。 

 

河野朋子委員長 その辺の解釈はどうしたらいいんですかね。 

 

尾山信義議長 一字一句私らも全部協議したわけではないんですけど。全体的なもの
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で、問題の把握をしてなかったんですけど。課税ベースの拡大ということについ

ての捉え方はちょっと私もよく把握をしてないのですが。 

 

伊藤實委員  この場でこの解釈についての判断は難しいと思うのですが、今、山田委

員が言われることも、今まで課税されてなかったとこまでね、課税されるんではな

いかというような懸念というか、それはわかるんですが、逆にこれは地方財政の

充実ということなんで、受益者負担というか、税収が入ればそこは逆に、子育て、

医療、介護なんかのね、社会保障にね、やはり増大するからそういうところに還

元しようというような狙いもあるわけですよ。だから一概に払うばかりじゃなくて、

その分収入が入った部分をそういう社会保障費や子育て支援のほうに回すよう

なっていうような意味合いの解釈に考えれば、今言われるのもわかるんだけど実

際やはり入るものが入らんと、そういうところに回せないというところがあるんでね、

そこはそういうふうに判断されたらいいんじゃないかなと思います。 

 

河野朋子委員長 事務局のほうから少し説明があるそうです。 

 

田尾議会事務局議事係長  ４番ですが、「課税ベースの拡大などを通じ」とは、地方財

源の確保を図る手段の例示でありますので、これを削っても意味は変わらない

と思いますので、お含みいただきたいと思います。 

 

岡山明委員  法人実効税にあるんですけど、これは今言うた逆に下がる可能性もある

ちゅうことですいね。（「違う」と呼ぶ者あり）法人税自体が。実効税ちゅう名前の

その中で諸々で当然下がるちゅう、そういう形ですいね。そういう解釈でいいで

すいね。 

 

山田伸幸委員 この法人実効税率の見直しというのは、何を言っているかと言ったら、

資本金が１０億円以上で莫大利益が上がっているところの最高税率の４０％を２

５％に引き下げていく、下げたときにじゃあどうするかというんで、今まで課税さ

れていなかった部分や扶養控除などで一般市民がね、負担を免れていた部分

についてもそういったものでかけていこうという考え方なんですよ。それがこの課
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税ベースの拡大ということなんです。 

 

伊藤實委員  今、言われるのはわかるんだけど、実際１０億のところが、この法人税が

下がるということは逆にそれが賃金に回すというふうな発想になるわけですよ。

それはそういうふうな思い込みであって、実際には企業というのはその部分の利

益が出れば、その部分を人件費に還元をしようというふうに、国の政策もなって

いるわけだから一概にその部分が減った部分が給料が上がらんというふうには

私は思わないんで。 

 

山田伸幸委員  この１０年間を見ても法人税というのは、切り下げられ続けてきたんで

すよ。いろいろな軽減税率なんかも入ってきて。その結果、実際には課税対象

が大体４０％が名目なんじゃけど実際には１５％とか２０％しかかけられていない

んですよ。それ以外のところですね、今、賃金のこと言われたけれど、じゃ賃金

上がったかと言ったら、昨年ね国会の議論なんかを通じて首相みずからが賃上

げを求めていって上げたという例はあります。しかし企業のほうから税率が下が

ったので、それを賃金で回していきましょうという話にはなっていないですね。こ

れは実際のところ。で、１０年間で内部留保ばかりがためこんでるというのが事実

ですよ。 

 

笹木慶之委員 ４番は私も思うのは法人実効税率の見直しについては、というところで

仮にこの「課税ベースの拡大などを通じ」というのをのけても意味は一緒なんで

すよね。あくまでこれは１つの手法を言っているわけで、例えばこの文言を諸施

策を通じとかに変えてもですね、同じことになる。だから私はそう神経質になるも

のではないと思いますけどね。今懸念されてることはわかるけどね。この文言の

整理はやはりそうだと思いますよ。のけても、それが目的ではないわけで、手法

の１つを言ってるわけで。 

 

河野朋子委員長 今、４番の項目の大きな目的は地方財源に影響を与えることがない

ように地方税の財源の確保をしてほしいということが言いたいわけで、その中の

この部分を多分言われるんだろうと思いますけども。その文言にこだわる余りに
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逆に大きいものの目的を失ってしまうということもあるので、そのあたりを少しちょ

っと考えていただけたらなというふうには思いましたけど。 

 

古川議会事務局長  多分ここの４番は、国税である法人税が地方交付税の原資にな

っているわけですよね。その原資がある程度減らんようにして地方財政に影響

を与えることがないようにというのが趣旨だと思うんで、これ全国市議会議長会

のほうは詳しくちょっとその辺が書いてあったんで、それを引用すると「法人実効

税率の見直しについては、国税である法人税が地方交付税の原資となってい

ることを踏まえ、地方財政に影響を与えることのないようにすること」とかそういう

ような表現で訂正すれば、この４番の趣旨と山田議員さんが、これがあってもな

くても一緒と思うんですけど、山田さんが懸念されることも払拭されて全会一致

が取れるんじゃないかというふうには考えますが。 

 

河野朋子委員長 今、読み上げられたところをもう１回言ってもらえますか。 

 

古川議会事務局長  「法人実効税率の見直しについては、国税である法人税が地方

交付税の原資となっていることを踏まえ、地方税財源の確保を図った上で地方

財政に影響を与えることのないようにすること」です。課税ベースを対象というの

をあくまでも国税である法人税が原資になっておるから慎重にやってくれという

ような内容の言葉に変えたら趣旨は通るんではないかということで、ちょっとその

辺は事務局のほうで調整はさせていただこうと思いますが。 

 

河野朋子委員長 いかがですか。今のに置きかえますか。それについてはいいですか。

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 

笹木慶之委員  あえてお尋ねするんですが、上から７行目。地方自治体の実態に見

合った歳出、歳入とひっくり返してあるんだけど、これは意図的にそうされてるん

ですか。 

 

田尾議会事務局議事係長 原文のままです。意図的だと思われます。 
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笹木慶之委員  入りを計って出るを制すと言いますので、それが地方自治の。（発言

する者あり）普通そういうふうに考えるべき、だからあえて言うたわけで。ただそれ

は一番このもとをつくっちゃった人に、そこに意義があるならね、それはどうなる

かということを聞きたかったわけですよ。 

 

河野朋子委員長 入れかえても何ら問題ないと思います。ほかになければ先ほどの訂

正を少し書きかえましたものを意見書案として、委員会として提出するということ

でよろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり）そのように取り計らいます。もう１件

青少年のほうの件もありましてけれどその件について特になければ。いいですか。

（「はい」と呼ぶ者あり）よろしくお願いいたします。では続きまして閉会中の調査

事項ですね。先ほど少し伊藤委員のほうからも給食の件についても提案に近い

ものもありましたけれども。それも含めて閉会中の調査事項について決定したい

と思います。 

 

伊藤實委員  資料として政策討論会のまとめ。先日会派代表者会議のほうで議長の

ほうから話があったわけですが、それぞれの常任委員会に分類された部分が出

てますんで、このことにつきましては閉会中の調査事項の中に入れていただく

のと、せっかく今、正副議長がおられるんで、その辺の経緯等も聞かれてない

委員もおられると思いますので。その辺について説明をしていただければと思

います。 

 

河野朋子委員長 政策討論会のまとめについて何か議長のほうであればお願いいた

します。 

 

尾山信義議長 とりあえずきのう本会議終了後に会派代表者を集めて、この前の２５日

の政策討論会のまとめをさせていただきました。それぞれに担当委員会というこ

とで振りわけをしたところでございます。この部分で総務委員会のほうについて

は人口の社会減対策ということで、転入促進など定住人口促進政策を総務と。

そして教育関係の整備を中心としたまちづくり。この件についても総務。もう１つ
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はシティーセールスなど情報発信の拡大、充実ということでの総務にお願いを

する。総務多いんですけど。執行部におけるプロジェクトチームの設置や専門

部署の創設など組織体制の整備、これも総務と。まちづくり白書の作成を考え

ていただく、これも総務ということで、もう１つは大きな問題として大学を活用した

まちづくりということで、総務。それぞれ基本的な方向づけを同じ題材と思いま

すので、ちょっとこのことを基本にある程度まとめていただいて協議していただく

ということでお願いします。 

 

河野朋子委員長  今のような政策討論会を受けてこういった総務に課題が出てまいり

ましたので、これをある程度踏まえて閉会中に早急に入れたほうがいいものは

入れるとか。今後ずっと継続していろいろやっていくというような問題もありました

ので。 

 

尾山信義議長  予算が伴うようなものについては、特に予算査定時期までにできるだ

け政策提言ができる体制をつくっていただければと思ってますので、よろしくお

願いします。 

 

河野朋子委員長  閉会中の継続調査事項の中にこれをどのように入れていくかという

ことも踏まえてちょっと見ていきたいと思いますけれども。今、調査事項あります

よね、皆さん。これ見ながらやりましょう。 

 

山田伸幸委員 これをここでどうのこうのできないので、できれば一度提案者を含めて

来てもらって議論をする場をぜひ設けていただきたいなと思うんですけど。（発

言する者あり） 

 

河野朋子委員長  今、政策討論会を通じて出てきた課題がですね、ある程度委員会

ごとに仕分けしていただきましたので、その部分をこの閉会中の継続調査事項

の中に、即ここにちゃんと入れ込むものと、ある程度長期的にというようなものも

ありますし、今言われたように予算にかかわるようなことなどもあるので、これをあ

る程度踏まえながらこの調査事項をちょっと決定しましょうということですので、そ
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ういった内容です。 

 

伊藤實委員 今、そうなってくると委員長が言われるようにこの閉会中の継続調査事項

でいくと、きょう一応決めるわけでしょう。この内容についてもあれなんで、どれを

のけるとかというより、今初めて見られる方もおられますし、政策討論会、皆さん

参加されてたんで、大体の経緯、状況等はわかると思うので、基本的にはこの

部分は、もう調査事項のほうに含めるか、それか政策討論会のまとめというか、

執行部に聞く部分もあるんだけど実際には、まず仕分けじゃないけどそれをせ

んにゃいけんと思うんですよ。だから要するに基本的には総務に関係するもの

は全部一応入れとって、あと次回の委員会までにそれぞれのこの項目について

早急にするべきもの。予算化が必要なものとか、いろいろとそれぞれの御意見

があると思いますので、やはりこの議会が終って、早々にでもね、やはりこのこと

は取り組まないと、今度１２月議会の前までにはもうある程度決めんと、政策提

案も間に合わないと思いますので、おおむねきょうの段階ではこれ全部入れと

かんと執行部に聞こうというてもね、基本的にはその辺はね、回答を出すとか言

ってるけど一応載せないといけないんじゃないかなと思いますけどね。 

 

尾山信義議長 今のことで、１つずつまとめて同じように１つずつ全部総務と書いてある

部分は、１つは人口の転入、定住促進施策と教育環境整備ということで、この

項目１つずつ一応全部載せておいていただいて、後で委員会の中で絞り込ん

でいただけたらと思いますんで。そのほうがいいかと思います。 

 

河野朋子委員長 その表現の辺は、ちょっとこちらに任せていただいて、表現とかはち

ょっとこのままになるかどうかもわかりませんけど、まとめられるものはまとめるとか

して、この中にじゃあ入れ込んでいくということでよろしいですかね。（「はい」と呼

ぶ者あり）それはそのようにやっていきます。それで先ほどちょっと視察の件がさ

っき提案、ちょっとありましたよね。 

 

中村博行副委員長  その前に閉会中の継続調査事項の中にですね、６月議会の議

会報告会の中で、議員は入札についてもうちょっと現状をしっかり持つべきじゃ
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ないかという意見が出て、答弁に窮したという部分はありますので、これは定期

的にというか、監理室ともね。というふうな提案を入れちょったほうがいいんかな

と思いまして。 

 

河野朋子委員長 今のについては。 

 

山田伸幸委員 これは以前は最近入ってないんですけど毎月入札執行状況のあれが

入ってたんですよね。ボックスに。（「入っちょる」と呼ぶ者あり）入っちょる。じゃ

いいです。 

 

河野朋子委員長 入ってますけど、委員会としてさらに閉会中にちゃんと。（発言する

者あり）ちょっと担当課にいろいろ質疑を含めてやったらどうかという提案ですよ

ね。このあたり、入札に関することっていうのを入れるということでいいですか。こ

の中に閉会中の調査の中に入札に関することを入れときますか。（「はい」と呼

ぶ者あり）じゃそれも加えます。調査事項はそういうことでまとめたいと思います。

先ほどの給食センターの視察をしたらどうかというような話が持ち上がってました

し、さっきの継続の請願の件でもやはりもっと調査をというようなこともありました

ので、今、宇部と光が９月からそういったセンターが４，０００食でしたかね、という

ことを聞きました。光も４，０００だったかな。その辺総務として見に行くということ

についてはいかがでしょうか。 

 

伊藤實委員  先ほど視察の件言ったんですが、実際先ほどもるる言いましたが、一般

会計のほうでは修正案ということになったわけです。だからそのときもね、給食セ

ンターがいけないとかいう判断ではなくて、いろいろ問題点が多くあったわけで

すよ。だからそれをどう改善してるか。そこと今回現地で我々が懸念してる部分

がどういうふうに対応してるかという面からいくとね、やはり直近の建設をしたの

が、真近にあるということから考えればね、ぜひ行くべきだと思います。 

 

河野朋子委員長  先ほどちょっと一般会計のほうの委員も一緒にというような意見もあ

りましたけれど、その辺は総務としても。（「そうしたほうがいいんじゃないですか」
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と呼ぶ者あり）そういった意見でいいですか。 

 

伊藤實委員  総務委員会のほうからこのように行こうということになれば、今度一般会

計、委員会が始まりますので、総務委員長のほうから一応その辺給食、決算関

係、どこかの項目でね、そのような提案をしてもらえば、また話ができると思いま

すので、合同で行ったほうのが実際このソフト面は総務になるし、予算のほうは

一般会計になりますので、合同で行ったほうがよりいいと思いますので、そうした

いと思います。 

 

河野朋子委員長  じゃそのように委員会として提案するということでよろしいですか。

（「はい」と呼ぶ者あり）じゃそういうふうにさせていただきます。ほかにあります

か。 

 

山田伸幸委員 これは私が６月議会で一般質問で取り上げた公民館等でのさまざまな

現金の取り扱いですね、これがどうも入ってきた情報によると市の財政課の課

長のところで一本化してそれを精査するというふうな話が聞こえてきたんです。こ

れが事実ならですね、それぞれの団体の独立性は何かという問題が出てくるの

で、もしそれが事実であるならね、一度総務委員会でこれは財政課なりに来て

もらって話を聞くべきじゃないかなというふうに思いましたので、ちょっとここで出

しました。 

 

河野朋子委員長 そういった情報についてはどうですか。公金についての取り扱いは

何か聞いてらっしゃいますか。（発言する者あり） 

 

山田伸幸委員 だから公金管理についてちょっとどうなってるのかちゅうのをね。 

 

古川議会事務局長 公金管理の出納員の研修とかはありましたけど。そこで各課でち

ゃんと公金はマニュアルつくってチェックしろということはありました。うちはコピー

のお金しかないですけど。今、山田委員さんが言われたことは聞いておりませ

ん。 
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河野朋子委員長 閉会中の中に入れますか。 

 

山田伸幸委員 財政課長の権限に関する話なので。（発言する者あり） 

 

河野朋子委員長 またそれが確実になったときに。一応そういう情報があったということ

で。ほかに。 

 

中村博行副委員長  一般会計に関する、今回補正とね、決算、一般会計やるわけで

すけど、総務として何か言ってほしいのを挙げてもらっちょったほうがいいんじゃ

ないのかなという気がします。 

 

伊藤實委員  一般会計についてはですね、例年どおりといいますか、予算の際にした

事業中心に今回４４ぐらいの事業を絞って審査します。今、言われるように総務

のほうからというのはあったんで、今度始まる前までに委員長のほうにこの分に

ついては聞いてくれという部分があれば、委員長が総務の意見として言ってもら

いますので、見落としてる部分とかあるかもしれませんので。資料は委員会のメ

ンバーだけなんで、だからそれについては評価書とか出てます。だからそれは

それぞれの会派のほうでメンバーがおられると思いますので、その辺ちょっと共

有して見て何かあれば総務の関係は総務委員長が総務からの意見ということ

でふりますので、そういうふうにしてください。 

 

山田伸幸委員 総務選出の都市計画審議会、都計審の委員ということで、先日、都計

審がありましたので、そのことについて簡単に。実は小野田・楠企業団地内に

風致地区が混ざり込んでて、本来なら造成もできんやったのに造成をしてしま

って、今になってそれをはずそうやという話で、先日都計審ではずす決定をしま

した。だから本来なら１９９９年ぐらいまでにはやっておかなくっちゃいけなかった

ことが今になったという、そういう事後承諾みたいな都計審が開かれました。以

上です。（発言する者あり）本来なら先に風致地区をはずしてから造成せんにゃ

いけんのにそのまんま造成してしもうた。（「市が」と呼ぶ者あり）いや県が。（発
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言する者あり）市長を責めてるわけじゃない。（発言する者あり）それはこの都計

審を開くためにですよ。あれは必ず要るんですよ。（発言する者あり）違います。

（発言する者あり）制限がある。（発言する者あり） 

 

河野朋子委員長  ほかにありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ委員会を閉じ

たいと思います。お疲れさまでした。 

 

午後２時５分閉会 

 

平成２６年（２０１４年）９月３日 

 

                      総務文教常任委員長  河 野 朋 子 










